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1. 本稿の課題と方法

l 

本稿の課題は，我が国牛乳需給システムの計量モデルを開発し，それを用い

たシミュレーション分析を試み，①加工原料乳不足払い制度の買い入れ保証価

格が，我が国酪農の発展に果たしてきた役割を評価するとともに，②その保証

価格の下方硬直性等に伴う潜在的牛乳過剰(1)に対して考えられる保証価格の

漸次的引き下げ等の対応措置のあり方を検討する上での政策的インプリケーシ

ョンを提示することである。

(1) 問題の所在

1966年に加工原料乳への不足払い制度が導入されてすでに 20余年が経過し

た。この間，我が国の酪農業は，保証価格とそれを前提とした草地造成等の大

規模酪農育成政策によって著しい規模拡大を成し遂げ，副業的乳牛飼養や複合

経営に代わって大規模な専業経営が牛乳生産に大きなウエートを占めるに至っ
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た。

しかし，生産力の強化の一方で，牛乳・乳製品需要の伸びには鈍化傾向(所

得弾力性の低下)がみられるようになってきた。

このような需給緩和基調の下では，不足払い制度による保証価格は，その下

方硬直性によって過剰生産を慢性化ずる危険を持っている。

また，保証価格・基準取引価格の下方硬直性は，円高やダンピング的国際乳

製品価格と相まって内外価格差の拡大を助長し， 1 Q品目外の乳製品や「偽装

乳製品」輸入の増大を加速する一因となったと考えられる。

この IQ品目外の乳製品等の輸入の増大は，牛乳の国内加工向け供給が増加

したときに， 1 Q品目の輸入を減らして過剰を防ぐという輸入コントロール機

能を低下させ，過剰を発生させやすい状況をもたらしている。

更に， 1 Q品目外の乳製品等の輸入の増大は， 1 Q品目輸入による輸入差益

金の増加のない下での不足払いの補給金額の増大につながり，一般財政の窮迫

と相まって，不足払い財源の枯渇も招いている。

このような状況下で，政府は， 1979年度からは買い入れ限度数量超過分を補

給金対象としないこととし， 1986年度からは保証価格の引き下げを実施してい

る。

生産者も， 1979年度以降は限度数量の厳守に対応して計画生産を 86年度

からは計画減産に取り組んできた。

このような計画減産下で， 87年以降は需要が堅調となり，最近の牛乳需給は

一転して逼迫状況を呈しているが，この逼迫は，計画減産と需要の伸びの回復

が重なった一時的な性格が濃いとみられ，保証価格の下方硬直性を主因とする

過剰を発生させやすい構造は潜在的に継続していると考えられる。

また，いわゆる 12品目の市場開放問題における乳製品のガザト違反裁定に

対しては，アイスクリーム等の自由化やホエイの枠拡大等の代償措置を実施す

ることになっており，今後，乳製品輸入の一層の増大が見込まれる。

更に，保証価格の下方硬直性は，不足払い法がその使命を終了するための条

件(不足払いの単価・対象数量の減少〉の実現を遅らせ，不足払い法が暫定措
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置法としては長期に及んでいる一因となっている。

さて，このような保証価格の下方硬直性を主因とする牛乳生産の潜在的過剰

構造への対応策として，生産調整による過剰圧力の抑制という方法が採られて

いるが，より根本的な解決は，保証価格の下方硬直的運用を改善し，需給事情

を反映した乳価水準の実現によってもたらされるものと思われる。

すなわち，過剰圧力を解消し，内外価格差を縮小するとともに，財政的節減

も図るために，保証乳価を漸次引き下げていくことが考えられる。 86年度以降

の保証価格の引き下げは，牛乳生産費の低下に対応したもので，しかも生産費

の低下したほどには下げられておらず，実質的には上昇している。

そこで，不足払い制度の保証価格がこれまで果たしてきた役割を適切に評価

した上で，今後予想される保証価格の漸次的引き下げについて，その方策が我

が国牛乳需給にどのような影響を与えるかを定量的に把握することが何にも増

して重要と考えられる。

(2) 分析の方法

そこで，本稿では，我が国牛乳需給システムの計量モデルを開発し，それに

よるシミュレーション分析を行なう。

牛乳需給モデル分析の既往の成果としては，農林大臣官房調査課(4)，日産是

(5コ，....，(7J，松原 (8)，大塚仁1)等がある。

農林大臣官房調査課 (4)は， 生産部門が極めて詳細なモデルであり， 唯是

(5) ，....， (7)は，特に，製品部門の分析が品目毎に詳しく，いずれもわが国牛

乳需給モデルの先駆的業績である。松原 (8Jは， 北海道と都府県の地域区分

を取り入れた点が注目される。大塚口〕は，それまでのモデルが， どちらか

と言うと， トレンド延長的な実態記述型なのに対して，牛乳需給システムの全

体メカニズムの把握に努め，筒潔・明解な理論モデルを構築している。しかし，

牛乳需給システムの捉え方について，後に述べる問題点があるため，不足払い

制度廃止の酪農への影響が小さく推計されていると考えられる。また，既往の

いずれのモテ'ルも，牛乳の用途別仕向に北海道と都府県との競争関係を取り入



4 農業総合研究第43巻第2号

れていない「飲用向け乳価・需要事前決定，総生産一飲用向け需要二加工向け

供給(保証価格は無関係)JとL、う体系なので，保証価格下落の影響を十分にシ

ミュレーションできるモデルではなし、。

本稿の牛乳需給モデルの開発に当たっては，これら既往のモデルの成果と問

題点を踏まえて，牛乳需給システムの全体メカニズムをできるかぎり理論的か

っ実証的に把握するよう努めた。

その大きな特徴は，牛乳需給における北海道と都府県との競争関係を考意し，

牛乳の用途別仕向を飲用向け乳価と保証価格との相対関係で捉え，ある加工向

け乳価(保証価格)の下で，飲用向け需要・供給・価格，加工向け供給が同時

決定されるシステムを構築し，加工向け乳価が下落し用途別仕向率が変化する

ような政策シミュレーションに耐え得る体系を構築した点である。

シミュレーション分析では，第 1に，不足払い制度と IQがない場合の我が

国の酪農生産，牛乳需要，価格の関連をシミュレーションすることによって，

大塚(1Jの推計と対比しつつ，不足払い制度と IQが酪農生産に果たしてい

る役割を評価する。また，自由市場下における乳価のフラグチュエーションの

度合を推計することによって不足払い制度の乳価安定効果を評価L，乳価を自

由市場に委ねることの問題点を明らかにしたい。

第2に，保証価格を漸次引き下げていくシミュレーションを行ない，我が国

牛乳需給にどのような変化が生じるかを考察する。その結果，この政策が，北

海道産牛乳の飲用向け比率の上昇による不足払い対象数量の減少をもたらし

不足払い制度が暫定措置法として発足した当初目的に沿った方向を実現してい

くことが明らかになろう。また，保証価格の引き下げに伴う受取乳価の低下に

酪農経嘗が対応していけるかどうかを検討する。

2. 不足払い制度の機能と潜在的牛貌過剰

(0  不足払い制度導入とその後の展開(2)

いわゆる不足払い制度は， r加工原料乳生産者補給金等暫定措置法J(以下
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「不足払い法」と言う)に基づく制度で，第1に，加工原料事L保証価格(酪農

家の再生産確保価格)と基準取引価格(メーカーの支払い可能乳価)との差額

を「不足払い」すること，第2に，その不足払い(補給金の支払L、)を都道府

県単位に設置される指定牛乳生産者団体を通じて行なうこと，第3に，指定乳

製品等(3)については，国内の価格安定措置(畜産振興事業団による売買操作)

の効果を確保するために，畜産振興事業団により一元輸入をすることの 3つの

柱からなる。

そもそも不足払い法は， 1961年の「畜産物の価格安定等に関する法律J(以

下「畜安法」と言う〉に付髄する暫定措置法として登場した。

畜安法は，畜産振興事業団の売買操作により乳製品市況を安定上位・下位価

格内に安定させることが直接的目的であり，生産者価格の保証は間接的で不完

全であった。すなわち，牛乳の取引価格については，需給事情と酪農家の再生

産確保の両方を考慮して「安定基準価格」を定め，この価格以上での買い上げ

をメーカーに勧告できることとしたのみで，実際の拘束力はなかった。しかも，

安定基準価格の水準は，実際には乳製品市況に対応したメーカーの支払い可能

乳価水準でしかなかった(表ー2参照)(4)。

自由化されている菓子等との競争も余儀なくされる乳業メーカーの支払い可

能乳価と，酪農家の再生産確保価格とが到底ー致し得ない状況下では，このよ

うな間接的・不完全な方法では酪農家の再生産が確保できず，今後の牛乳需要

の増大に酪農生産が対応できないことが懸念された。そこで，酪農家の再生産

確保価格とメーカーの支払い可能乳価を別々に定め，その差額を財政から補給

する形で生産者価格を直接保証する不足払い制度が導入されたのである。

さて，この不足払いが，全ての牛乳でなく加工向けの原料乳にのみ適用され

たことと，暫定措置法としたことの理由については，衆議院農林水産委員会議

録 (43J，....， (48J等から，次のように整理できる。

第1に，加工原料乳が輸入との競合もあってメーカーの支払い可能乳価と酪

農家の再生産確保価格が到底一致しないのに対し，飲用乳は，ベリシャピリテ

ィ(腐敗性)と単位重量当たり輸送費の大きさから，海外との競争に直接さら
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されることもなし今後とも需要の急速な伸びが予想される下で，用途別取引

の確立により有利な価格形成が確保されるので価格保証の必要がないと判断さ

れた。更に，飲用向け需要の急速な伸びを考えると，当時の北海道等の主要加

工原料乳地帯(5)が，将来は飲用乳においても主要な供給地帯とならざるを得

ないので，これらの地帯の発展を図る必要があると考えられた。

第2に，価格的に有利な飲用乳の比率が相当水準に達し(①不足払い対象数

量の減少)，加工原料乳の価格の不利を財政によって補正する必要がなくなる，

あるいは，酪農や乳業の合理化が進み，日本の乳製品に対外競争力ができて

〈②不足払い単価の減少)，輸入についての特別の調整措置を必要としない時期

がくれば，この法律は畜安法に一元化されることが想定されていた。

しかし，この暫定措置法は，すでに20年以上を経過している。 これは， 不

足払い法がその使命を終了するための条件①，②がまだ実現されていないこと

を意味する。

まず，高まるとみられていた飲用向け比率は，表-1のように，全国レベル

では60%強でほとんど変化しておらず，不足払い対象数量は減少していない。

都府県，北海道ともに飲用向け比率は高まっているが，牛乳生産におけるウェ

ートを高めている北海道の飲用向け比率の伸びが相対的に小さいためである。

これは，生産は保証価格の下方硬直性によって持続的に拡大してきたが，一方

で，需要の伸びは予想以上に鈍化したので，北海道牛乳の多くは加工原料乳と

して処理することとなったということである。また，それは，保証価格が，北

海道からの牛乳の移入を大幅に起こさせないような高さに保たれてきたことを

示している。

一方，縮小することが期待されていた内外価格差は，牛乳生産の規模拡大は

EC水準まで進んだにもかかわらず，円高の進行，ダンピング的国際乳製品価

格，下方硬直的な保証価格・基準取引価格等(のによって， 1966年当時よりも

拡大しており (表-6参照)， 不足払い単価をゼロにできるような状況には至

っていない。

このように，不足払い制度の運用(政策価格の下方硬直性)自体が，不足払
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表 -1 牛手Lの飲用向比率の推移

(単位:%) 

飲 用 向 比 率 牛乳生産に占める
年度

全国|日道!都
北海道のシェア

FMF /MSRF I FMFH/MSRFH I FMFT /MSRFT MSRFH/MSRF 

1966 62 13 75 21 

67 62 13 76 22 

68 60 12 74 23 

69 57 11 72 24 

70 57 11 73 25 

71 57 11 74 26 

72 59 11 77 27 

73 62 13 81 28 

74 63 14 83 29 

75 65 15 85 29 

76 64 15 85 30 

77 62 14 84 31 

78 61 13 82 31 

79 62 15 84 32 

80 63 18 85 32 

81 64 19 85 32 

82 63 20 85 33 

83 61 18 83 34 

84 61 17 84 35 

85 59 15 83 35 

86 60 16 85 35 

87 63 19 88 36 

資料:農林水産省「牛乳乳製品統計J.

い法が暫定措置法としては長期に及んで、いる 1つの要因となっていると考えら

れる。

(2) 不足払い制度の機能と潜在的牛寧L過剰への対応

表一2のように， 1965年度の牛乳 1kg当たり第2次生産費 36.11円に対し，

安定基準価格は 30.40円であったが， 不足払い制度初年度の 1966年度は， 生
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表-2 政策乳価と牛乳生産費の関係
〈単位円/kg)

1965年度〈畜安法〉 1966年度(不足払法)

(保証価格)
政

策

乳

価

(安定基準価格〉 1/-37.03円

O円く目
口¥(基準取引価格)

¥ー→31.81円

生
産
費

第

2
次

36.11円 35.70円

資料:農林水産省「牛乳乳製品統計J.r畜産物生産費調査報告J.

産費 35.70円に対し，加工原料乳保証価格 37.03円となり，平均レベルで、は生

産費を上回る乳価が保証され，生産が刺激された。

また，田畑 (36)が北海道(根釧・天北)酪農の大規模化が「極めて政策主

導的であったJ(7)と指摘するように，酪農の大規模化には大量の制度資金の

投入や大規模な草地造成が大きな役割を果たしたと考えられる。これは，不足

払い制度の保証価格の下で，一定の収益が保証されることを前提として成立し

た政策で、あった。

これらによって，我が国酪農の規模拡大は着実に進展し 1戸当たり搾乳牛

頭数は. 1966年の都府県1.7頭，北海道3.5頭から 1987年の同 12.4頭， 21.5 

頭へと増加した(的。 このように， 不足払い制度は酪農生産の発展に大きな役

割を果たしてきた。

ところで，梶井(18)や山田 (19)は，副業的乳牛飼養や複合的経営段階か

ら「専業酪農体制」に移行してからは，専業酪農は酪農収入がすべてであるた

め市況が悪くとも生産を後退させず，これによる増産が脱落者による減産を上

回り.r構造的過剰」をもたらすと評価している(9)0 

確かに，大規模専業経営においては，所得源が酪農のみと L、う問題のほかに，

固定資本が大きししかも，借入資本利子が大きいため，これが退出障壁とな
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り，操業停止価格が低く，生産の価格への反応が価格下落に対して硬直的にな

る傾向があると考えられる。しかし，専業酪農体制の確立後においても，価格

水準を大幅に引き下げれば減産は生じるはずであるから i専業酪農体制」を

もって過剰生産と直接結び付けることはできなL、。この点については，矢坂

(21]も「専業酪農経営の不可逆性を絶対視することには問題がある」と指摘

している(0)。

天間 (24Jがオイルショック時の生産資材の急騰に対応して大幅に引き上げ

られた保証価格が，濃厚飼料が半値に下落しでも据置きのままであったことが

強い増産インセンティプとなった(11)と指摘するように，不足払い制度におけ

る価格の下方硬直性が原因と言えよう。

「構造的過剰」は，須永 (20Jが指摘するように r農産物過剰の根底に農

業生産力の増進と食料消費の飽和とし、う需給の不均衡要因が存在することは無

論であるが，それを構造的にしたのは所得補償的農産物価格政策と開放経済体

制下の農産物輸入圧力であるJ(2)とL、う捉え方が必要であり，牛乳需給の場合

は，不足払い制度における下方硬直的保証価格が，須永 (20Jの言う「所得補

償的農産物価格」に当たる。

このように，不足払い制度は，その保証価格とそれを前提とした犬規模酪農

育成政策によって酪農生産の発展に大いに寄与したが，需給緩和基調下で，そ

の保証価格が過剰を慢性化させる要因となっている。

また，不足払い制度の保証価格・基準取引価格の下方硬直性は，乳製品輸入

の増大を加速し，輸入コントロールによる需給調整機能を低下させる一因にも

なったと考えられる。

梶井 (18Jは， 1975年以前は国産加工原料乳供給の増減と乳製品輸入の増減

に逆相関が成立し，畜産振興事業団の輸入コントロールが有効に機能していた

が， 1975年以降は， 1 Q品目以外の乳製品への需要の変化(13)によるAA品目

(特に，ナチュラルチーズ)輸入の増大，あるいは，いわゆる「偽装乳製品J(14)

輸入の増大で，乳製品輸入はハイレベルで、恒常化してしまい，国内加工向け供

給が増加しても輸入が抑制できず，過剰を生じさせやすい状況になっているこ



10 農業総合研究第43巻第2号

とを指摘している(15)。

製品が自由化されているパン・菓子メーカ一等は割高な国産バターや粉乳を

使用していたのでは輸入製品と競争できないので，分離の経費をかけても自由

化されているココア調整品(粉乳90%)や調整食用脂(パタ -70%)を使お

うとし，内外価格差の水準によっては乳糖，カゼインを脱脂粉乳に合成すると

いうことが生じるのである。この傾向は，円高の進行やダンピング的国際乳製

品価格に加え，不足払い制度による保証価格・基準取引価格の下方硬直性によ

って強まっていると考えられる。これは，小野寺・曾回・回村・杉本 (22Jで

明らかにされているように，乳業メーカーやパン・菓子メーカーの海外立地に

よる国産牛乳・乳製品過剰という事態への進展の危険もはらんでいる。

更に，大塚(1]は，この乳製品輸入の増大が補給金の輸入差益金への依存

関係を崩壊させた点を指摘している。つまり，以前は IQ品目輸入の増大によ

る圏内乳製品価格の低下は，それから逆算して定められる基準取引価格の抑制

要因となり，その状況下で保証価格を引き上げると補給金の支払いが増大する

が，輸入差益金の増加で賄えるという関係があった。しかし，近年は， 1 Q品

目輸入による差益金の増加のない下で， AA品目の増大による国内乳製品価格

の低下が補給金の増大圧力となり，一般財源の窮迫と相まって不足払い財源の

枯渇要因となっている(16)。

このように，牛乳需給に過剰を発生させやすい要因が生じており，これは財

政負担の増大要因ともなっている。輸入について， AA品目の輸入を規制する

ことは不可能であり，一般財源も窮迫している下では，行政的には，加工原料

乳限度数量を厳守させる (1979年度以降実施〉とともに加工原料乳保証価格を

下げて (1986年度以降実施〉補給金を減らす必要に迫られることになる。

加工原料乳限度数量の厳守に対して，生産者は計画生産を選択した。その理

由は次のとおりである。これまでは，限度数量超過分も全量不足払いの対象と

なっていたのが，限度数量が厳守されると，いわゆる「余乳」については，乳

業メーカーの買い入れ義務が消滅するので，基準取引価格を大幅に下回る取引

しか成立しない，場合によってはメーカーの受乳拒否ということにもなりかね
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ない。余乳の多く発生する北海道では，当然輸送費をかけても都府県への飲用

向けに回そうとし，都府県の飲用向け乳価も下落してしまう可能性もある。大

量生産を前提に多額の負債で導入された大規模施設のフル稼動が不可欠な北海

道では，乳価は低下しでも生産量を拡大したいのに対して，生産費の水準が高

く，需要が非弾力的な飲用向け供給が大半である都府県では，価格低下を回避

するには生産量は制限しでもやむを得ないと考えた。結果的に，都府県の意向

が強く反映されて，計画生産が選択されたので、ある。

計画減産下で， 87年以降，牛乳需給は逼迫状況を呈Lているが，これは， 86， 

87年度の計画減産と需要の伸びの回復が重なった一時的な性格が濃いとみら

れ，保証価格の下方硬直性を主因とした過剰を発生させやすい構造は潜在的に

継続していると考えられる。

さて，このような牛乳の潜在的過剰構造への対応策の 1つとしては，これま

でのような生産調整による過剰圧力の抑制が考えられる。

数量を調整して価格の維持を図ることは，需要が非弾力的な市場では短期的

には生産者の総収入を増加させると考えられる。これが，我が国の牛乳市場に

ついても言えるかどうかは，我が国牛乳市場が非弾力的な飲用向け市場と政策

価格の下でかなり弾力的な買い入れが行なわれる加工向け市場からなるため，

単純には評価できないと思われる(17)。

また，生産調整について，天間 C23Jは，①リジッドな個別割当は農家聞の

コスト競争を妨げる，②価格維持のための生産抑制は長期的には圏内市場をせ

ばめる，③生産割当は地域間・階層間での利害対立を生むという問題点を指摘

している(18)。

大塚 ClJ， C2Jも規模の利益追及の制限と非市場的コストの増大を問題とし

て同趣旨の指摘をしている(9)。

矢坂 C21]は，牛乳の生産調整の成果と問題点について詳細に分析している

が，その中で r長期的に，中核的な生産者の規模拡大が抑えられれば，彼ら

を計画生産の中に留め置くことは困難であると言わざるを得ない。また，乳製

品輸入自由化に対する内・外庄の中で，生産性の高い酪農家の育成を積極的に
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推進することが，喫緊の課題となっている。乳製品の内外価格差の一定程度ま

での縮小は，酪農の存立に対する国民のコンセンサスを得る上で不可欠な条件

である。計画生産は生産者の協調メカュズムの行き詰まりの解消とともに，中

核農家の育成・発展への対応も迫られている。」と指摘している(20)。

このように，生産調整があまりに硬直的，画一的かつ長期的に行なわれるこ

とには種々の弊害もある。

そもそも，牛乳生産の潜在的過剰構造が保証価格の下方硬直性を主因とする

かぎり，それを根本的に解決するには，保証価格の下方硬直的運用そのものを

改善し，需給事情を反映した乳価水準を実現することが必要である。

すなわち，過剰圧力を解消し，内外価格差を縮小するとともに，財政的節減

も図るために，保証価格を漸次引き下げていくことが考えられる。保証価格の

引き下げは，名目価格レベルでは86年度以降実際に採用されている。しかし，

これは牛乳生産費の低下したほどには下がっておらず，実質的には上昇してい

る。したがって，過剰の慢性化の解消の観点からはまだ十分な措置とは言えな

L 、。

このような保証価格の漸次的引き下げは，不足払い単価と対象数量の減少を

もたらし，不足払いの暫定措置法を畜安法に一元化していくことを可能にする

のではなかろうか。しかし，この場合には，我が国酪農がそのような価格低下

に対応していける経営力を持っているかとL、う問題が生じる。

そこで，不足払い制度の保証価格がこれまで果たしてきた役割を適切に評価

した上で，今後予想される保証価格の漸次的引き下げについて，その方策が我

が国牛乳需給システムにどのような影響を与えるかを定量的に把握することが

何にも増して重要と考えられる。そのためには，計量モデルによるシミュレー

ション分析が，有効なアプローチと考えられる。

3. 牛現需給モデルの開発

(1) 牛車l需給モデルの特徴
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我が国の牛乳需給モデル分析の既往の成果としては，農林大臣官房調査課

(4)，唯是 (5J- (7)，松原 (8J，大塚(lJ等がある。

以下， }I頂に，既往のモデルの概略を紹介しつつ，本稿の牛乳需給モテツレの特

徴を明らかにしていく。

① 農林大臣官房調査課 (4J

農林大臣官房調査課 (4Jは，乳牛頭数に 1歳刻みの年齢別推計を試みたり，

飼料生産部門をモテゃルに組み込む等極めて詳細なモデルで，我が国の牛乳需給

モデルの先駆的業績である。

このモデルで、は，モデル開発の主目的が短期的観測にあったから，基本的に

トレンド延長型モデルで十分であったという事情があり，牛乳需給システムの

メカニズムの把握は十分にはなされていない。

生産された牛乳の飲用向け・加工向けの配分の決定方法について，まず，飲

用向け需要に見合う分を飲用向け供給として総牛乳生産から差し引し、てその残

余が加工向け供給となると捉えている。この場合，飲用向け需要が事前的に決

定されることになるから，飲用向け需要を決める飲用向け乳価はどう決まるか

が問題となるが，このモデルでは，飲用向け乳価は飼料価格と一般物価水準と

いうコスト要因から説明され， 後に見る大塚(1]と同様に， 飲用向け乳価が

「独占的」に決定されると解釈される。このような捉え方では，用途別仕向を

めぐる北海道と都府県との競争関係が把握できなし、。しかし，このモデルの計

測期間が昭和 30年代で， 不足払い制度も存在せず， 輸送技術の問題から広域

流通もほとんど成立しておらず，また，乳業メーカーの支配力が極めて大きか

った時期で‘あることから，このモデルの計測期においては妥当性のあるシステ

ムだったかもしれない。

また，牛乳の生産関係の決定式にほとんど価格が影響していないが，これも

昭和 30年代の「副業的乳牛飼養」段階を反映したものと考えられる。

② 唯是 (5J- (7J 

唯是 (5J- (7]は，特に，本稿も含め他のモデルでは生乳換算でひとまと

めにしている製品部門を，飲用乳は普通牛乳・加工乳，乳製品は7製品に分類
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し，個別に扱うことを試みている点が注目される。

このモデルは，牛乳需給の基本的メカニズムの把握と実態の詳細な記述の両

面において，かなり成功しているが，用途別仕向の捉え方は，農林大臣官房調

査課 C4Jと基本的には同じで， [""飲用向け乳価・需要事前決定，総生産ー飲用

向け需要=加工向け供給(保証価格は無関係)Jとし、う体系となっている O 異な

るのは，飲用向け乳価が総牛乳生産量から事前的に決定される点である。

このような体系で，唯是 C5J-C7Jは，酪農家の受取乳価〈プール乳価)

を引き下げた場合を保証価格引き下げの影響のシミュレーションとして行なっ

ているが，保証価格低下による飲用向け乳価と保証価格との差の拡大に対する

北海道等加工原料乳地帯の飲用向け供給の増加による用途別仕向率の変化とい

う状況は把握できない。

「飲用向け乳価・需要事前決定，総生産ー飲用向け需要=加工向け供給(保

証価格は無関係)Jという体系の牛乳総生産の用途別仕向の決定の捉え方で見

落とされているのは，指定団体間，とりわけ北海道と都府県との競争関係，い

わゆる「南北戦争」の現実である。すなわち，北海道等加工原料乳地帯では，

保証価格と都府県の飲用向け乳価との差の程度から用途別仕向を決定する，つ

まり，用途別仕向は飲用向け乳価(都府県)と保証価格との相対関係で決まる

のであって，まず飲用向け供給=飲用向け需要と Lて決まるのではないと考え

られる。飲用向け乳価も，例えば，飲用向け乳価(都府県)と保証価格との差

が輸送費以上に大きいと北海道からの飲用向け供給が増加し，全体の飲用向け

供給が飲用向け需要を超過してしまい，需給が一致するまで乳価が下落して，

需給均衡価格として同時的に決定されると捉えた方が現実的ではなかろうか。

このような体系をつくるには，北海道と都府県の地域区分を取り入れる必要

がある。

③ 松原 C8J

松原 C8Jは，北海道と都府県の地域区分を取り入れている点が注目される。

しかし，松原 C8Jでは，北海道と都府県の地域区分の導入を総生産の段階

(生産構造の違いの把握)にとどめ，用途別仕向における競争関係をまったく
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取り扱っていなし、。すなわち，モデル体系は，依然として「飲用向け乳価・需

要事前決定，総生産ー飲用向け需要=加工向け供給(保証価格は無関係)Jとい

う体系であり，飲用向け乳価は，保証価格と総生産量等から説明しているが，

牛乳の総生産量の段階で事前的に決定されるのは唯是 (5J，..... (7Jと同じであ

る。

また，飲用向け乳価の説明変数に保証価格を入れると，保証価格が下落する

と一定率で飲用向け乳価も下落してしまうので適切でない〈この点については

大塚(1]も同様で，後に詳述する〉。

さらに，飲用向け需要が決定される式で，飲用向け価格の係数がプラスにな

っているため，飲用向け乳価が下落すると飲用向け需要も減少してしまう構造

となっており，牛乳需給の需給システムとしての全体メカエズムの把握には問

題がある。

④ 大塚C1J

大塚C1Jは，他のモテヂルが基本的にトレンド延長的な実態記述モデルの色

彩が濃いのに対して，政策シミュレーションを念頭に置いて，牛乳需給システ

ムの核となるメカニズムの把援に努め，簡潔・明解な理論そデノレを構築してい

る。しかし，この号デノレも，現状認識は，依然として「飲用向け乳価・需要事

前決定，総生産ー飲用向け需要=加工向け供給(保証価格は無関係)Jという体

系である。

また，このモデノレによる分析は，不足払い制度に代わる補助金政策提案の論

拠ともなっているが，牛乳需給システムの捉え方に非現実的と思われる点があ

り，それが同分析における不足払い制度の役割に対する低い評価をもたらして

いると考えられるので，やや詳しく検討しておきたL、。

牛乳需給システムの捉え方で論点となるのは大きく分けて次の 3点である。

(ア) 不足払い制度および IQが存在しない場合における加工向け乳価の決

定

大塚C1Jのそデルでは 6本の方程式体系において， ω不足払い廃止， 0ヨ)貿

易保護廃止，。畜産振興事業団の売買操作廃止，目指定団体制度廃止，の 4つ
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の条件を同時に設定した場合の 2-3年程度の「中期」において実現される経

済余剰の変化を比較静学的に求めている。

大塚(1Jのモデルでは， A-Dの条件下では，園内の加工向け牛乳の乳業メ

ーカー支払い価格(基準取引価格)が，国際価格とは独立に需給均衡解として

決定される。このため，年によっては， 1 Q廃止下で，加工向けの乳業メーカ

ー支払い価格が旧基準取引価格より高くなる。一方で， 1 Q廃止の条件 (B)

として，乳製品の乳業メーカーの版売価格はCIF価格水準に下落すると仮定

しているため， 例えば79年度で見ると， 圏内乳製品の乳業メーカー販売価格

は72%下落するが，原料乳価への支払い価格は5%上昇するとし、う結果にな

っている。これは現実的でない。

大塚C1Jは理論に忠実に，不足払い制度や IQ廃止を想定する場合には，

加工向け乳価(基準取引価格〉の内生化を試みている。しかし，制度存在下に

おける関連変数の推計パラメータをそのまま用いて，制度の存在下において外

生変数としてしか観測し得ない基準取引価格を，国際乳製品需給との関連から

切り離して内生化したため， 1 Q廃止下でも加工向け乳価が下がるとはかぎら

ないとL、う非現実的計測結果をもたらしたと考えられる。

このため，条件Aによる加工向け生産者受取価格の低下と条件Dによる飲用

向け乳価の低下で，牛乳供給は減少するものの，ほとんどどの年も数%しか減

少しないのである(表一7参照〉。

この点に関しては，本稿のモデルで、は，不足払い制度や IQが存在Lない場

合には圏内の加工向け乳価は輸入価格水準に等しくなると仮定している。つま

り，不足払い制度や IQのない場合には，加工向け乳価も輸入乳製品を通じて

海外と直接競争することになるので，外生的に与えられている。これは，本来，

「小国」の仮定をはずし，国際需給との関連をそテールに組み込むことにより内

生化するのが理想であるが，現段階では，とりあえず，外生化している。大塚

(1Jのように，制度存在下のパラメータを用いて，国際需給との関連を切り離

して内生化するよりは，この方が現実的により妥当な仮定ではなかろうか。

(イ) 指定団体制度下における飲用向け乳価と加工向け乳価の格差
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大塚(1)では，我が国牛乳需給システムにおける飲用向け乳価の決定につい

て，建前上は自由市場決定であるが，現状は，独占体である指定団体制度によ

って北海道と都府県の輸送費差以上に引き上げられて固定されていると捉えて

いるが，この仮定は現実的であろうか。

大塚(1Jは飲用向け乳価と加工原料乳保証価格の格差の原因を指定団体制度

に独占の理論を適用して説明している。すなわち，独占体である指定団体が

「飲用向け需要の価格弾力性<加工向け需要の価格弾力性」の下で，飲用向け

乳価を相対的に引き上げることによって，総収入を高めるため， 1差別価格」

を導入していると見るのである (21)。

この議論は，ハレット (50Jも価格差別の典型的事例として挙げているし，

ブース (51Jの世界各国のミルク・マーケティング・ボードの分析では，平均

的には， ミルク・マーケティング・ボードによって飲用向け乳価は加工向け乳

価の 50%高に設定されている事実を示している但〉。

しかし，これを日本の全国レベルでの議論に適用できるであろうか。イギリ

スのウエールズのミルク・マーケティング・ボードのような広域でプール乳価

を実施している独占体においては，極めてよく当てはまるであろうが，我が国

の指定団体は，都道府県単位にあり，プール乳価も都道府県単位で、あるから，

全国的な独占体ではまったくなし、。したがって，また用向け乳価と加工向け乳価

に輸送費以上の差，例えば，イギリスのように56%もの差をつけたとすると，

指定団体聞での競争で調整されてしまい，維持できない。だからこそ 1南北

戦争」と言われるのである。

また，乳業メーカーとの交渉力についても考える必要がある。指定団体制度

により生産者のメーカーとの交渉力は確かに高まったで、あろうが，隣接県の指

定団体同士でも飲用向け乳の取引価格を決して教えないといわれる指定団体の

現状，更に，乳業メーカーは，植草 (49Jが， 1小数の大企業(寡占核〉の周り

に多数の小企業からなる競争的周縁が存在する寡占」の代表的な事例として挙

げている〈却ように，集乳量で、見た上位4社(雪印・明治・森永・協同)集中率

は1969年には66%，最近は後退しているとは言え. 1986年で44%とかなり
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高い寡占体制にある現状において，飲用向け乳価が「実際には生産者団体の協

議によって決定されているのが実情J(24)と言うことはできなし、。

そもそも，飲用向け乳価と加工原料乳保証価格との格差の拡大を論じる場合

に，飲用向け乳価の数字と Lて「関東地域の建値」を用いることが多い〈天間

(23J，梶井C18J等価))が，この点を検討する必要がある。

関東地域の建値は 19何年以降 1988年現在まで118.216円で固定されてい

るが，これは，文字どおり建値であって， r実際には建値にこだわらないで，

時期，地域によって様々な価格で飲用向け牛乳取引が行なわれている。その反

映が 1979年以降の牛乳価格の低迷であるJ(玉城 (53J)，あるいは， r118.216 

円という飲用向け乳価は，取引の過程で事実上の値引き，裏取引によって崩れ

ているJ(矢坂 (21])ということなのである(26)。関東地域でも表面的には取

引価格を 118.216円としているが，実際に生産者団体に支払われるのは，それ

から販売促進費負担分を差し引L、たものであるというような形になっている。

そこで，関東地域の建値に代わる都府県の飲用向け乳価の指標として推定し

たのが，表-3の数字である。試算方法は同表の注に示したとおりである。要

するに，農家の平均受取乳価は，飲用向け乳価と加工向け乳価とを用途別仕向

率で加重平均したものであり，農家の平均受取乳価は農村物価賃金統計からわ

かり，加工向け乳価は政策価格でわかるので，飲用向け乳価が逆箪できるとい

うことである。

この方法の問題点は， (ア)加工原料乳認定数量 (1979年度以降は限度数量)

以外の加工原料乳の取引価格をすべて基準取引価格としているが，実際にはも

っと低い価格で処理されている部分があること， (イ)飲用向け乳価，加工原料

乳保証価格はともに指定団体の工場渡しレベルの価格であるのに対L，総合乳

価は農家手取りレベルの価格であるので，団体の徴収する集送乳経費・販売手

数料が考慮される必要があることである。いずれの点も，データ上の制約で解

決できないが，仮に，それを考慮して計算すれば，表-3の数字より若干高い

値を得る可能性がある。

同表で，飲用向け乳価の関東地域建値と保証価格との差は拡大しているが，
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表-3 飲用肉乳価と加工肉乳価の差

加工原料乳
保証価格

年度
ヰの〈関建周W東値向M〉池乳円価域 定飲〈(U周都値k。h府肉位県乳'T推価3 

(Pp) WMP-PP 

1966 44.00 42.98 37.03 

67 50.40 48.37 40.39 

68 50.40 50.32 42.52 

69 53.60 52.43 43.52 

70 53.60 52.66 43.73 

71 59.60 58.54 44.48 

72 67. 10 59.73 45.48 

73 82. 10 69.76 48.51 

74 98. 10 91. 71 70.02 

75 103.10 101. 74 80.29 

76 112.50 111. 92 86.41 

77 112.50 111. 93 88.87 

78 118.22 113.58 88.87 

79 118.22 113.20 88.87 

80 118.22 111. 84 88.87 

81 118.22 108.73 88.87 

82 118.22 109.59 89.37 

83 118.22 110.04 90.07 

84 118.22 108.73 90.07 

85 118.22 110.12 90.07 

86 118.22 105.29 87.57 

87 118.22 100.36 82.75 

88 118.22 79.83 

資料:農林水産省「牛乳乳製品統計J，r農村物価賃金統計J.
注.WMPTの推計式は，

6.97 

10.01 

7.88 

10.08 

9.87 

15.12 

21. 62 

33.59 

28.08 

22.81 

26.09 

23.63 

29.35 

29.35 

29.35 

29.35 

28.85 

28. 15 

28. 15 

28.15 

30.65 

35.47 

38.39 

(単位:円/kg)

WMPT-PP 

5.95 

7.98 

7.80 

8.91 

8.93 

14.06 

14.25 

21. 25 

21. 69 

21. 45 

25.51 

23.06 

24.71 

24.33 

22.97 

19.86 

20.22 

19.97 

18.66 

20.05 

17.72 

17.61 

WMPT= (FP. MSRF-FPH' MSRFH-ADMT・PPー (FDFT-ADMT)・SP)
/FMFT 

(FP:農家受取総合乳価(全国)， FPH:同左(北海道)， MSRF:牛乳販売量(全国)，

MSRFH :牛乳販売量(北海道)， ADMT:加工原料乳認定数量 (1979年度以降は限

度数量) (都府県)， FDFT:加工向販売量(都府県)， SP:基準取引価格， FMFT: 
飲用向販売量(都府県)).
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実際の都府県の飲用向け乳価と加工原料乳保証価格の差は，どの年も 25円前

後と言われる北海道一東京ないし大阪間輸送費内にほぼ納まっていることがわ

かる。農総研討論記録 (55)で， 1980年について，梶井功氏が北海道と東京の

乳価差が約 30円あるのが問題であるとしているのに対し，小野寺義幸氏が，

北海道の農協牛乳は 112円で，保証価格との差は 23円しかなく， 25円の輸送

費ではベイしないことを指摘しており (27)， この表-3の数字とよく符合して

いるのが興味深し、。 また，時系列的な変化を見れば， 飲用向け乳価は 1978年

をピークに低下しており， 両乳価の差も 1970年代後半にやや高まった後，縮

小傾向にある(却。

このことから，飲用向け乳価はつり上げられて固定され，加工原料乳保証価

格との差が拡大しているのではなく，都府県の団体がつり上げておきたくても，

両乳価の差が拡大すると，北海道から都府県への移送が増加して飲用向け乳価

が低下するメカニズムが働いていると考えられる。

ただし，限度数量を超えた分については，飲用向け乳価〈都府県)を保証価

格と比べるのではなく，基準取引価格あるいはチーズ乳価，全乳晴育と比べた

議論が必要である。限度数量を超えた分について，基準取引価格あるいはチー

ズ乳価 (43円)，全乳晴育 (35円)と比べれば，輸送費を負担しでもはるかに

都府県の飲用向けとして移送した方が利益となるにもかかわらず，北海道にお

いてかなりの牛乳が全乳哨育等で処理されている事実がある。

また，中央酪農会議が，北海道の増産意欲を計画生産で抑え，北海道の牛乳

が都府県に移送される量を抑制した結果，都府県の飲用向け乳価の下落幅が縮

小された可能性は否定できなL、。これらは計画生産の効果として把握される問

題である。

しかし，生産された牛乳の仕向が，概ね競争的に行なわれ，飲用向け乳価が

需給均衡的に決定されたと判断することは，都府県の飲用向け乳価の近年の下

落から見て妥当と考えられる。したがって，大塚口〕のように， r飲用向け乳

価は総供給や加工原料乳需給とは独立に外生的に決定されると仮定するJ(却

のは困難であろう。
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林 (56Jli， 全国 47指定団体が， それぞれのプール乳価が輸送費差に調整

されるように競争的に牛乳の移送を行なっていると仮定して，空間均衡モデル

で均衡プール乳価を求めた結果，実際に実現されているプール乳価と牛乳の用

途別仕向率に極めて近い値を得ており (1981年)，これは， 指定団体聞の競争

が完全競争的であることを支持するものである。ただ，小林C16Jは，同種の

手法による研究 (1977年)で，北海道の都府県への移送は均衡水準より小さい

としており，また，同種の手法で行なった酪農総合研究所の研究では，北海道

の都府県への移送は均衡水準より 40万トン程度も少なく，それは輸送技術的

な問題もあって抑制されているとの評価がなされており〈制，単純には結論で

きない。

なお，矢坂 (21]は，飲用向け市場の特質と Lて， [""価格形成が，公開された

市場でなく，相対取引の中でばらばらに行なわざるを得ず，価格メカニズムに

よる調整が働きにくい構造」を指摘している(31)が，これは，飲用向け乳価が需

給関係を反映して決まることと必ずしも矛盾しないであろう。

筆者が， 1988年 10月に，北海道の酪農関係団体等から聴取調査した結果で、

は，現在の保証価格と飲用向け乳価(都府県〉との差では，都府県への移送を

これ以上増やすメリットは少なく，都府県への移送を更に増やすかどうかは今

後の保証価格の水準次第であるとの見解が多数得られた。

そこで，本稿のモデルで、は，飲用向け乳価は，北海道産牛乳が飲用向けに回

される圧力との関係から，需給均衡価格として決定されるシステムとした(32)。

(ウ〉 不足払い制度および IQが存在しない場合における飲用向け乳価と加

工向け乳価との関係

また，大塚口〕のモデルでは，独占体たる指定団体の価格差別によって輸送

費の差以上に引き上げられているとされる飲用向け乳価が，指定団体制度の廃

止(条件D)によって輸送費の差に調整されるとして，需給均衡解として加工

向け乳価が決まると，飲用向け乳価は， 加工向け乳価/0.9で与えられること

になっているが，条件A--Cの下で，このような固定した価格関係が成立する

とは考えられない。
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IQがない場合においてもその特性から海外との競争関係が小さい飲用乳市

場と，海外との競争に直接さらされる加工原料乳市場との聞では，自由化によ

る加工向け乳価の下落によって市場を失う加工向け牛乳が飲用乳市場へ流入す

ることにより飲用向け乳価も下落するという関連はあるが，それは飲用向け乳

価=加工向け乳価/0.9といった単純な定率の関係ではなく， 飲用向け市場と

加工向け市場相互の需給関係から需給均衡水準として形成されるものである。

極端に言えば，不足払い制度および IQが存在しない場合に，加工向け乳価

が30円に下落して，北海道もその牛乳の大部分を飲用向けに回すようになっ

たときに，飲用向け乳価の水準が 30/0.9=33円になる保証はないであろう。

本稿のモデルは，不足払い制度および IQが存在しない場合の飲用向け乳価

と加工向け乳価との関係については，加工向け乳価の生乳換算輸入乳製品価格

への下落に伴って北海道等の加工向け牛乳が都府県の飲用向け市場に回され，

その需給関係から飲用向け乳価が需給均衡価格として決定するとL、う構造とな

っている。

もう 1度，大塚仁lJと本稿のモテソレとの飲用向け乳価，加工向け乳価の決定

メカニズムをまとめて対比すると次のようになる。

大塚(1]では，加工向け乳価は現状では外生変数だが，制度廃止下では内生

化され需給均衡価格として決まる。飲用向け乳価は現状では外生変数で，制度

廃止下では，加工向け乳価/0.9として決まる。

本稿では，加工向け乳価は現状では外生変数で，制度が存在しない場合でも

輸入価格と等しくなるという形で外生的に決まる。飲用向け乳価は常に需給均

衡価格として決まる体系となっている。

以上，既往の 4つのそテ。ルを検討したが，それらと本稿のモデルの大きな違

いをもう 1度まとめて整理すると，本稿のモデルでは，牛乳需給における北海

道と都府県との競争関係を考慮し，牛乳の用途別仕向を飲用向け乳価と保証価

格との相対関係で捉え，ある加工向け乳価(保証価格〉の下で，飲用向け需要

・供給・価格，加工向け供給が同時決定されるシステムを構築し，加工向け乳

価が下落し用途別仕向率が変化するような政策シミュレーションに耐え得る



加工原料乳不足払い制度の機能と乳価引き下げの影響 23 

(需給システム内の諸変数聞の関係に矛盾が生じない)体系を構築した点が大

きな特徴である。

また，本稿のモデルは，理論的に簡潔に整理しすぎて実態との帯離が生じた

り，詳細に実態の追跡を試みすぎて全体のメカニズムが把握されなくなること

のないよう，需給システムの全体メカニズムを，できるかぎり理論的かつ実証

的に把撞するよう努めた。

(2) 牛現需給モデルの基本構造

本モデルの方程式本数は36本で， うち，構造方程式 15本， 定義式21本で

ある。関数形は基本的に両対数線形式を用いている〈制。

データの単位期聞は1年とした。これは，牛の生理的側面が後に述べるよう

にほぼ年単位で把握できるからである。頭数関係データは 2月1日時点のス

トッグをその年度の期末の値として捉えている。牛乳量関係データは，すべて

年度の計である。価格関係データも，一部を除き，年度の平均である。構造方

図- 1 牛乳需給モデルの基本構造一一極めて単純化したフローチャート一一

注己は内生変数.11 1¥li7'i-生変数.
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(園内総市場) (加工向け市場)

Dd 

WMP'h 

WMP 

WMP' 

DPIM' 

図-2 飲用向乳価の決定メカニズム

注.St:牛乳総供給 白n:飲用向需要 WMP:飲用向乳価

Sm:飲用向供給 国:加工向需要 pp:加工原料乳保証価格

Sd:加工向供給 DPIM:乳製品輸入量 SP':基準取引価格(SP)と
(生乳換算) SP"との加重平均価格

SP":輸入乳製品価格(生乳換算〉

程式の計測期聞は不足払い制度が実施された 1966年度から 1987年度までの22

年間である。 1987年度のデータは一部に暫定値を含む。

地域単位は，都府県と北海道の 2つに分割した。我が国の牛乳需給問題は都

府県と北海道との関係で捉える必要があることと，都府県と北海道では，飼養

規模，飼料基盤，育成牛の割合等生産構造に大きな差があるので，最低限この

2区分は必要で、あろうということがその理由である。

図-1は本モデルの極めて単純化したフローチャートである。

牛乳生産は，飲用向け乳価と加工向け乳価(隈度数量までは保証価格，超過

分は基準取引価格とする〉の加重平均(1期ラグ付き)価格で決まる。生産さ

れた牛乳の用途別仕向は，飲用向け乳価と加工向け乳価の相対価格で決まり，

飲用向け乳価は，飲用向け販売量=飲用向け需要量となる需給均衡価格として

決まるものと仮定し.ている。
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この部分の同時決定過程は，図-2を見てもらいたし、。現在の保証価格水準

(P P)において，都府県の指定団体は飲用向け乳価をできるだけ高く維持し

たい(例えば， WMP')が，そうすると，北海道等の飲用向け供給が増え，加

工向け供給SDが減少し (SD')，飲用向け供給 CST-SD=SM(ppニpp))が

飲用向け需要 DMを上回ってしまうので， WMPが下がり， DMが増える一

方で， SDが増えて ST-SDが減り， ST-SD=DMとなる水準で WMPが均

衡する。

また，加工向け需要量は，加工向け乳価(基準取引価格〉と輸入乳製品価格

で決まり，圏内産の加工向け販売量と手L製品在庫(生乳換算)の減少量(期末

在庫一期首在庫〉で足りない分が乳製品輸入量(生乳換算〉として，定義式で

決まる。

不足払い制度と IQがない場合には，図-2のように，保証価格 (PP) = 
基準取引価格 (SP) =生乳換算輸入乳製品価格 (SP勺となって， SD は

激減するが，これにより大量の ST-SD=Sm(pp=sp勺が飲用向け市場に流

れるため， WMPも大幅に下落し，SD"， WMP"で均衡する。 SDの激減によ

り，輸入は DPIM"に増加する。

輸入については，国際乳製品需給は， 1988年にはややタイトになっていると

は言え，構造的な過剰基調は続いていると考えられるので，とりあえず，価格

弾力性は無限大 (i小国」の仮定)，つまり，我が国の乳製品輸入が増加しでも

国際価格は上昇しないものとしている。

また，本モデルでは，乳製品在庫は外生変数となっている。

なお，ダミー変数は，原則的に，次の 3種類を使用している。畜産危機ダミ

ー (1972'"""74年度)，計画生産ダミー (1979'"""85年度)，減産計画ダミー (1986

'"""87年度)である。

(3) 個別方程式の説明

本モデルの全方程式は，稿末の付表ーし「牛乳需給モデル方程式一覧」を見

られたL、。ここで使う方程式番号は，同表によっている。また，変数の記号，
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図-3 搾乳牛の再生産サイクル

出所等の説明は，同じく稿末の付表ー2，r牛乳需給モデル変数一覧」を見ら

れたい。

ここでは，モデルを更にいくつかの部門に分けて，方程式の説明をする。

① 乳牛頭数の増減

雌乳牛は，生後24カ月 (2年)を経て分娩可能な成牛となる。種付けから

分娩までは約280日を要1-.， 分娩後約 10.5カ月が泌乳期間である。 したがっ

て，今，牛乳農家受取価格の上昇，飼料価格の下落，乳雌枝肉価格の下落とい

う生産増加要因が発生した場合，現時点の分娩可能牛 (2歳以上〉に種付けし

て分娩することにより泌乳ができるようになるまでには1年近くかかる。更に，

生まれた雌子牛(分娩された子牛の半分〉が分娩可能牛となるまでには，その

後2年かかる。この楯環については図-3に示した。なお，乳雌枝肉価格は，

乳牛資本の価格(素畜価格)の代理変数と見ることもできる。

この循環関係を式にしたのが方程式[1}......[4]である(刻。

北海道と都府県の価格弾力性の推定値を比較すると，北海道が都府県の半分

程度の小さな値を示しており，これは，北海道が大型専業で固定資本の大きい

経営地帯であることから，乳価下落への反応の硬直性を示唆するものである。
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ただし，これは短期の場合であり，長期的に見ると，北海道の場合，前期の頭

数の係数が大きいので，調整速度は小さいが乳価の影響が長期に及び，長期の

弾力性は大きい。このことは，都府県の搾乳専門的な経営は，価格上昇に対し

て，北海道の育成専門経営等から妊娠牛(はらみ〉を購入することによって，

比較的短期に搾乳牛を増加できるという事情とも整合する。

また，説明変数のラグ付き頭数を和の形で入れているのは，マルチコリニア

リティを回避するためである。

なお，北海道の搾乳牛頭数の推計式で，計画生産のダミーが有効でない(価

格関係で説明されてしまう)が，これは，乳価の動きと計画生産を伴った頭数

の動きが類似しているため，乳価と計画生産ダミーがマルチコリニアリティを

生じるためであり，特に， 1975年前後から膨大な負債を抱えて大規模施設を導

入し生産を開始した酪農家にとっては，施設のフル稼動が不可欠な中で，生産

の拡大を抑えられたという状況を反映できていなし、。計画生産の取扱について

は今後の改善課題としておきたL、。

② 牛乳生産量

牛乳生産量=搾乳牛頭数*搾乳牛 1頭当たり乳量としている。

搾乳牛1頭当たり乳量の方程式 [5J，[6Jは，搾乳牛頭数，配合飼料価格，

トレンドを説明変数としている。

乳価を説明変数に入れていないのは次の理由による。乳価上昇は配合飼料の

増給により搾乳牛1頭当たり乳量を増加させるが，乳価下落も，駄牛淘汰，低

能力経営の脱落により結果的に 1頭当たり乳量の増加につながるだけでなく，

乳価の下落を 1頭当たり乳量の増加で補おうとする行動につながる。乳価の下

落を 1頭当たり乳量の増加で補おうとする行動は， r専業酪農体制」の確立に

より一層強まっていると考えられる。したがって，搾乳牛1頭当たり乳量の乳

価に対する反応は，乳価上昇期にも増加，下落期にも増加となるため，通常の

関数形では計測できない。従来の計測のほとんどは，計測期間に乳価上昇期が

多く含まれるため，線形式で乳価にプラスの係教を推計しているが，これでは，

乳価下落のシミュレーションをする場合，矛盾を生じる(35)。
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このため，本モデルで、は，乳価を説明変数から落とし，搾乳牛頭数と配合飼

料価格を入れている。搾乳牛が駄牛淘汰で減ると搾乳牛 1頭当たり乳量は増加

するから搾乳牛頭数の符号はマイナスである。配合飼料価格が低下すると配合

飼料の増給により搾乳牛 1頭当たり乳量は増加するからこの符号もマイナスで

ある。

また，技術進歩によるトレンド的な増加は，牛の生理的限界を考慮すると，

将来的には漸次伸び率が低下すると考えられるので，便宜的な手法ではあるが，

方程式を片対数線形とすることで対処している。しかし， ET (受精卵移植技

術)の進展如何では，当分の間， トレンド的増加率が低下しない場合も考えら

れる。すなわち，凍結受精卵移植の受胎率が高まれば，種鮮卵の場合に比べ，

高能力牛の普及速度は数倍に高まることも考えられるからである。

したがって，搾乳牛 1頭当たり乳量の将来値の推計については，技術進歩を

どう予測するかという不確定な要素が十分検討される必要があるが，本モデル

は，それを十分に行なった上で、の推計値ではなく，過去のトレンドの漸次減衰

的な延長にとどまっていることに留意する必要がある。

さて，ここで，牛乳生産の価格弾力性について検討しておきたし、。

一般的に書くと， EqニEm+Eb(1 +Em. b) (Eq:牛乳生産量の価格弾力

性， Em: 搾乳牛 1頭当たり乳量の価格弾力性， Eb:搾乳牛頭数の価格弾力

性， Em，b:搾乳牛1頭当たり乳量の搾乳牛頭数弾力性)であるが， 本モデル

では EmニOとしている。 Ebについては. [1]--[4J式から 1期前の乳価に係

る分だけの「短期」で計算すると， 北海道で0.13+0.15XO.76=0. 25， 都府

県で0.28+0.28XO. 59=0. 44である。 Em，bは， [5J. [6J式が片対数式なの

で平均値での弾力性として北海道で-0.12，都府県でー0.20を得る。

そこで 1期前の乳価に対しての Eqは，北海道で0.25X(1ー0.12)= 

0.22，都府県で0.44X(1 -0.20) =0.35と計算される。当然ながら， 当期

の乳価に対しての Eqは，本モデルでは，ゼロである。 このように，牛乳供給

の価格への反応は，タイム・ラグと小さな蝉力性を特徴としている〈却。

③ 牛乳販売量
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牛乳生産量から農家自家消費等仕向量(農家の自家消費と子牛晴育用等)が

取られて，それ以外が販売される。農家自家消費等仕向量は， [13J， [14J式の

ように，酪農家の減少とともに減少し，乳製品在庫量の多い年には増える。子

牛頭数との関係については，近年は，計画生産では全乳時育を推進したが，基

本的には，購入人工乳晴育が一般的になっているので，有意な関係は計測でき

なかった。いずれにせよ，農家自家消費等仕向量は生産量の 2%程度なので，

全体の牛乳需給システムに与える影響は小さL、。

牛乳販売量は，飲用向けと加工向けに分けられる。本モデルでは，用途別仕

向の決定は，両乳価の相対的関係で行なわれると捉えている。したがって，被

説明変数を飲用向け販売量としても加工向け販売量としてもよいが，ここでは，

加工原料乳地帯(北海道のほか都府県では岩手等の東北と九州の一部〉におけ

る加工向け販売量の決定式として [18J，[20J式を推計し，差引で飲用向け販

売量が得られる形になっている。加工向け販売量は，加工原料乳保証価格が上

昇すると増加し，飲用向け乳価(都府県〉が上昇すると減少する。

④ 飲用向け需要

需要は，欽用向け・加工向けともに，小売段階での製品に対する最終需要で

はなく，メーカ一段階での牛乳に対する派生需要で捉えている。

欽用向け需要は飲用向け乳価と消費支出と気温で説明している。 [24J式の

ように， 1966-78年度と 1979-87年度の聞に構造変化を仮定した推計式とし

たのは次の理由による。

図-4注の [24J'式のように，両対数式で 1966-87年度全期聞を区切らず

に計算すると，ダービン・ワトソン比が低く，図-4の推計値のプロットを見

ると，パラメータに変化が生じている可能性を示している。

図-4注の [24J"式は，これを改善する試みとして，価格弾力性(絶対値)，

消費支出弾力性が需要量水準の上昇とともに小さくなっていくと仮定して片対

数式で推計したものである。年度毎の弾力性の変化は表-4のようである。図

-4のように， [24J I式に比べるとやや改善されるが， 1979年度以降の動きを

まだ十分に説明しきれていない。
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図-4 人当たり飲用向け需要の [24J，[24]'， [24J"式

による推計値と実測値

注. [24J'， [24J"式は次のとおり. [24]式は，付表ー1を参照.

[24]' In ( 1人当たり飲用向け需要量)=1.42ー0.07・ln
(8.8) (-1.6) 

〈飲用向け乳価〈会国)/卸売物価指数)+0.79・ln(実質民間
(36.4) 

最終消費支出/平均人口)+0.001・年平均気温ー0.06・ダミ
ω.8) (-4.2) 

-7274 

決定係数=0.99 自由度修正済決定係数=0.99

ダーピン・ワトソ γ比=0.86

[24J" 1人当たり飲用向け需要量=ー29.2-5.16・ln(飲用
(-6.7) (ー4.0)

向け乳価(全国)/卸売物価指数)+22.83・ln(実質民間最終
(39.0) 

消費支出/平均人口)+0.04'年平均気温-2.03・ダミー7274
U.5) (-5.心

決定係数=0.99 自由度修正済決定係数=0.99

ダーピン・ワトソ γ比=1.25

そこで，一般に，食料消費構造に変化が生じたとされる第 l次オイルショッ

ク，あるいは第2次オイルショック前後の年で期聞を分けて計測を試みたo

1966-78年度と 1979-87年度で分割した [24J式を採用したのは， それが他

のどの分割よりも AIC(Akaike' s Information Criterion)が小さかったから

である(37)。この分割が適当であるのは，図-4からも明らかであろう(掛。
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表-4 [24J"式における弾力性の年次変化

年度|価格弾力性|消費支即位

消費支出弾力性は半減 (0.82

から 0.42)しているが，価格弾

力性(絶対値〉は相対的にはかな

り大きく (0.08から 0.38)なっ

ており，価格への反応は，近年，

弾力的になったとL、う結果を得

たことになる。これは，牛乳が

栄養食品として価格にこだわら

ず需要の拡大が進んだ必需品的

時代から，ある程度需要水準に

達し，噌好品的要素が強まって

きたことを示すと考えられる。

なお，本稿の計測では， 1987 

年以降の飲用向け需要の急伸の

原因として，天候要因以外でよ

く強調されるところの牛乳のグ

レード・アップと健康面での再

評価については考慮されていな

い。関数形の選択にもよるが，

[24J式のように，それらを考膚
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Lなくても，天候と価格と所得のみで高い説明力を示したので，本稿では，質

的要因の組み入れについては検討しなかった(39)。

⑤ 加工向け需要

加工向け需要は，圏内産の加工向け販売量に加え，生乳換算の乳製品輸入量

と乳製品在庫の減少分を合わせた総需要である。ただし，ここでの乳製品輸入

量は食料需給表ベースの値であるから，全脂れん乳，脱脂れん乳，全脂粉乳，

脱脂粉乳(飼料用を除く)，育児用粉乳，チーズ， バターの計であり， 国産牛

乳と競合しない(はずの)乳糖，カゼイン〈40〉，飼料用脱脂粉乳等は含まない。
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表 -5 生乳需給モデルのファイナル・テスト結果

No 変数名i平均絶対誤差率| 日係数 l転吋誤 1 I転向誤 2

1 ABT 1. 25 0.4624 27.27 20.00 
2 ABH 1. 19 0.3503 0.00 0.00 
3 MBT 1. 38 0.6196 30.77 25.00 
4 MBH 1. 77 0.5104 0.00 16.67 
5 AMSFT 1. 00 0.7968 0.00 6.25 
6 AMSFH 1. 51 0.7028 21. 05 6.25 
7 AAMBT 1. 08 o. 1622 0.00 0.00 
8 AAMBH 1. 20 0.1300 0.00 0.00 
9 AFNT 1. 33 0.2037 -999.00( a) -999. OO(a) 
10 AFNH 1. 53 0.3404 -999. OO( a) -999. OO( a) 
11 恥1SFT 1. 41 0.4229 11.76 6.25 
12 MSFH 2. 16 0.3608 5.26 5.26 
13 FOFT 2.26 0.3196 50.00 60.00 
14 FOFH 7.20 0.6801 27.27 27.27 
15 恥1SRFT 1. 44 0.4164 0.00 5.88 
16 MSRFH 2.25 0.3596 5.26 5.26 
17 MSRF 1. 53 0.3728 10.53 0.00 
18 FDFH 3.45 0.4893 21. 05 6.25 
19 FMFH 15.37 1.0667 26.67 26.67 
20 FDFT 5.50 0.6198 33.33 0.00 
21 FMFT 1. 29 0.3654 0.00 5.00 
22 FMF 0.91 0.3828 5.26 5.26 
23 FDF 3.91 0.5686 31. 25 0.00 
24 DEMFNF 0.91 0.4728 11.76 11.76 
25 WMPTH 3.18 0.6242 9.09 28.57 
26 WMPT 2.22 0.4651 8.33 21. 43 
27 FDlMNF 2.87 o.守308 6.67 17.65 
28 DPIM 12.77 1.6536 22.22 46.15 
29 FP 1. 94 0.4485 16.67 23.08 
30 FPT 1. 84 0.4229 7.69 14.29 
31 FPH 3.42 0.5756 15.38 21. 43 
32 GV  0.00 0.0000 0.00 0.00 
33 FDIM 2.87 0.8066 11.76 11.76 
34 DFMF 0.91 0.3827 5.26 5.26 
35 AMBT 0.95 0.3415 0.00 15.38 
36 AMBH 1. 56 0.3190 5.56 5.56 

注. (a)実績値のデータ系列に転向点が存在しないことを示す.

変数記号の説明は付表ー 2を参照.
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国際乳製品価格に

反応して輸入量が増減する部分である。

このため，加工向け需要の決定式 [27Jでは，価格変数に基準取引価格に加

これが，この中のAA品目はナチュラルチーズのみであり，

えて，輸入ナチュラルチーズの 35%関税込みの生乳換算価格を入れた(41)。そ

の値は， rC 1 F価格*1. 35/13. 43Jで求めた。したがって，製造販売経費等

が差し引かれていない分は高めになっている。反面，生乳換算率として用いた

13.43は高級品の場合のもので平均的にはもっと低い 00.0前後)と言われる

ので，その分は低めに計算されていることになる。

⑥ 都府県と北海道の乳価の関係

都府県と北海道との農家の受取乳価の関係については，推計式 [31Jのよう
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過去 22年間の関係は極めて安定した形で， 北海道が都府県に対してほぼ

これは，競争的に価格が調整されているという仮定17%安で把握できている。

を支持するものと考えられる。

輸送費が 17%という率で捉えられていることになり，この場合，しだた

価格が低下すると輸送費が小さくなるという関係が成立していることに留意す

る必要がある。例えば，都府県の乳価が 70円になると北海道は 58円となって

このような乳価低下を想定する将来予

測に当たっては， (ア)乳価の低下時には北海道から都府県への牛乳移送が大量

になるので，輸送効率が上がって単価が安くなる可能性と， (イ)将来的には輸

両者間の輸送費は 12円と計算される。

このような想定を送技術の進歩で輸送費が逓減する可能性から，ある程度は，
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容認し得ると考えられる。

そこで，本モテやルでは，輸送費を率で捉えることの妥当性の問題は認識しつ

つ，この関係式を用いた(42)。

(4) 77イナル・テスト

本モデルのファイナル・テスト結果は表-5に示した。主要な変数の推定値

のプロットは図ー5の (a)- (0)に示した。北海道の飲用向け販売量と乳製

品輸入の誤差が大きくなっている。これらは，いずれも，定義式で全体から部

分を差し引いた残りとして求められており，差し引かれる部分の全体に対する

割合が大きいため，その部分での小さな誤差でも差し引きで残余部分に回され
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図ー 5③牛乳需給モデルによるシミュレージョン結果

ると，残余部分にとっては大きな誤差となって現れてしまうのである。他につ

いては概ね良好といってよかろう (43)。

特に， 需給均衡価格として求めている飲用向け乳価の誤差率が 3.18%で，

転向点過誤も少なく，図-5の (k)の飲用向け乳価(都府県〉の推移で見ても，

よく実績債をフォローしていることがわかるが，このことは，本牛乳需給モデ

ルにおいて，飲用向け乳価が需給均衡的に決定していると仮定したことの妥当

性を示していると考えられる。

4， 牛事L需給モデルによるシミュレーション分析
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シミュレーション分析は，次の内容について行なう。

① 不足払い制度と IQは，我が国酪農の発展と乳価安定にどの程度の役割を

果たしているか。大塚口〕の計量分析では，不足払い制度の役割が過小評価

されていなL、かどうか。

② 保証価格の漸次的引き下げ政策が将来的に我が国の牛乳需給にどのような

影響を及ぼすか。酪農家は対応していけるかどうか。

(1) 不足払い制度と IQの役割

不足払い制度と IQが存在しなかったら，我が国の牛乳需給と価格はどうな

っていたか(ケースF)(44)を，シミュレーションしてみよう。

本稿のモデルで，過去に遡って不足払い制度がなかった場合を想定するに当

たっては，次の点に留意する必要がある。先に述べたように我が国酪農，特に，

北海道酪農の大規模化は，不足払い制度の保証価格を前提とした大量の制度資

金の投入や大規模な草地造成によって実現された。したがって，不足払い制度

がなかったら，それを前提としたこれらの大規模酪農育成政策も軌道に乗らな

かったと考えるべきであろう。しかし，本モデルでは，大規模酪農育成政策を

変数として組み込んでいないので，そのような設定ができない。このため，本

稿での不足払い制度の廃止は，価格保証の廃止とL寸直接的要素のみに隈定さ

れる。

また，大塚(1)との対比のため，貿易制度については，不足払い制度による

一元輸入が廃止されるにとどまらず，数量制限 CIQ)もなく，関税のみが残

る場合を想定する。

そこで，ケースFは，具体的には，本モデルで次の 2点を設定することにな

る。

① 政策的に決定されていた加工原料乳保証価格 (PP) と基準取引価格

(S P)がなくなり，圏内の加工向け乳価は輸入乳製品価格に対応する水準

(CMPT)となる。

② 計画生産に関するダミー変数の効果はゼロとする。
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表-6 主要乳製品の生乳換算 CIF価格

生乳換算 CIF価格〈関税を含まない〉 ナチュラ/レ・チ
ナチュラノレ・チー

脱飼脂粉乳 ーズ
ズ関税込み輸入価
格の基準取引価格

(料用を -チーズ (関税35%込み〉 に対する比率除。
年 度 PSMIMFP BMP CMP CMPT CMPT/SP 

1966 16.23 24.75 17.60 23.76 0.75 

67 17.86 24.08 17.57 23.72 0.68 

68 13.49 18.61 15.82 21.35 0.58 

69 11. 07 16.87 15.71 21. 21 0.57 

70 11. 52 16.93 15.89 21. 45 0.58 

71 16.46 22.43 16.33 22.05 0.59 

72 27. 14 28.41 20.35 27.47 0.73 

73 24.97 21. 42 20.29 27.39 0.68 

74 36.21 29.26 27.13 36.62 0.69 

75 39.33 35.28 31. 75 42.86 0.74 

76 23.53 31. 29 29.35 39.62 0.64 

77 19.12 24.98 26.42 35.66 0.55 

78 17.82 23.84 23.38 31. 56 0.49 

79 22.47 27.19 27.15 36.65 0.57 

80 31. 38 34.54 30.53 41. 21 0.64 

81 39.44 44.54 32.06 43.28 0.67 

82 43.31 49.73 36.91 49.83 0.77 

83 35.63 41. 44 31.17 42.08 0.62 

84 30.61 34.40 27.73 37.44 0.54 

85 29.09 29.88 27.20 36.72 0.52 

86 21. 28 18.30 20.73 27.99 0.40 

87 20.76 16.85 19.35 26.12 0.39 

注(1) 生乳換算率は，脱脂粉乳 6.77，パター 13.09，ナチュラノレ・チーズ 13.43を用いた.
(2) 製造販売経費等を差し引いていない.

資料:大蔵省「日本貿易月表J.

①については， PP=Sp， SP二 CMPTなる 2式を組み込む。この CMPTは，

加工向け需要の決定式 [27JでSPとともに説明変数として入れた輸入ナチュ

ラルチーズの 35%関税込みの生乳換算価格である。

生乳換算価格であるからどの乳製品から計算しても同水準になるはずであり，
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表ー6のように，パター，脱脂粉乳(飼料用を除く)，ナチュラルチーズの生乳

換算 CIF価格は，概ね同水準に計算されている。

ただし，関税率はバター， 脱脂粉乳は45%なので， 関税込みの価格は違っ

てくる。ナチュラルチーズはすでにAA品目であり， 1 Q品目でなくなるのは

バター，脱脂粉乳であるから，バター，脱脂粉乳の関税込み CIF価格を使用し

た方が現実的かもしれないが，いずれにせよ，おおまかな水準設定の域をでな

い。ここでは， [27J式で spとCMPTを説明変数に入れた関係から， sp= 

CMPTで設定した。

さて，この設定によれば，表-6に示したように圏内の加工向け乳価は基準

取引価格水準の 40-80%になる。国際価格の変動がかなり大きいのと為替レ

ートの変化のため，年によって圏内・輸入価格比はかなり変動Lている。最近

で見ると， 1982年は77%であったのが， 87年には39%になっている。

乳業メーカーからの聞き取り (1988年)では，外国製品と競争できるには，

基準取引価格は現状の半分，輸入地域によっては3分の 1の水準でないと難し

表-7 本稿の牛乳需給モデルと大塚口〕のモデルによる不足払い制度と

IQ廃止の影響の比較(実績値に対する増減Ci)率〉

(単位:%) 

牛 乳 生 産 加工向け乳価
乳製品

本 稿 生産者価格 メーカー支払価格
価格

年 度
大塚(0

本稿|大塚口〕 本稿|大塚(0大塚(1)

1970 01.22 01.18 01. 8 01.51 01.19 01.42 01. 4 01.66 

74 01.18 01.20 企 9 企48 01.18 01.31 十 8 &49 

79 01.27 01.31 &10 01.5ヲ 01.24 01.43 + 5 01.72 

83 01.23 01.27 品 B 01.53 企22 01.38 + 4 企56

87 01.19 01.26 01.68 01.61 

注.;;2ド稿は当初から不足払い制度と IQが存在せずに，他の条件は現実の動向の下で現

:aまで経過した場合のダイナミッ Fなシミュ νーションで，大塚 (1)は，表中の当数

年度に制度を廃止して他の条件は当該年度で固定して 2-3年の聞に行なわれる調

整状況を比較静学的に推計したものである.
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いとの見方が示されており， 1987年で39%とし寸設定は概ね妥当と考えてよ

かろう。

シミュレーション結果は図-5の (a)--(0)のケース Fと表ー 7，10を見

られたい。

このシミュレーション結果で注目したいのは次の 2点である。

① 大塚(1]とは表ー 7の注のとおり分析方法が違うので厳密な比較は無理

だが，同じ年度の生産の減少を見ると，本稿の推計の方がはるかに大きし、。

これは，逆に，不足払い制度と IQによる価格保証が我が国の酪農生産を 2

--3割拡大する役割を果たしていることを示している。

ただし，この推計値については，次の2点の制約に留意する必要がある。

1つは，先に述べたように，本モデルに組み込んでいない草地造成等の大規

模酪農育成政策の効果を考慮すれば，不足払い制度の果たした総合的役割は，

特に北海道においては，もっと大きかったことが予想されることである。

もう 1つは， 1 Q廃止はLL牛乳の自由化も意味するから，その場合，ニュ

ージーランド等からの 1リットル 100円未満といった極めて安価な輸入LL牛

乳が，我が国飲用向け市場において，一定の需要階層を捉える可能性は否定で

きない。これは，国産牛乳の飲用向け市場を直接的に圧迫する要因である。さ

らに，脱脂粉乳の自由化による缶コーヒ一等の乳飲料(普通牛乳と代替関係)

の価格低下が，普通牛乳(白もの〉の価格低下要因となることも考えられる(45)。

このように， 1 Q廃止の飲用向け市場への影響は，加工向け市場から飲用向け

市場に牛乳が田されて飲用向け乳価が下がると L、う本稿で想定した影響にとど

まらないため，本稿の推計値は， 1 Q廃止の影響をその分だけ過小評価してい

る可能性がある。

② 表-8に示すように，不足払い制度がないと乳価の変動係数はほぼ2倍

になってしまう (46)。これは，供給のタイム・ラグ，需給の低い価格弾力性を持つ

牛乳需給システムにおいて，かなり変動の大きい国際乳製品価格の影響を受け

ると，国内乳価は極めて大きなフラグチュエーションを起こす危険性を有して

いることを示しており，不足払い制度と IQが乳価を安定させ，酪農家や乳業
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表 -8 乳価の変動係数の比較

変 動 係 数

不足払い制度・ IQあり 不足払い制度・ IQなし

基 準取引価格 0.08 
0.15 

加工原料乳保証価格 0.09 

飲用向乳価(都府県) 0.10 0.22 

注(1) 期間は， 1967~ 87年度.

(2) それぞれの乳価は，卸売物価指数で実質化した値である。

(3) 平均値の水準が，両ケースで大きく異なるので，変動係数(標準偏差一平均値)で

示すことは，変動の大きさの過大評価になっている.

資料:農林水産省「牛乳乳製品統計J.

メーカーの経営の安定に寄与したと評価できょう。この点を考慮せずに，乳価

を自由市場に委ねることの有利性を主張することはできないと言えよう。

(2) 保証価格の漸次的引き下げの影響

今後，供給過剰圧力の解消，内外価格差の縮小，財政的節減のために，乳価

の漸次的引き下げを行なった場合に，我が国の牛乳需要と価格にどのような変

化が生じるかシミュレーションしてみたい。

乳価の漸次的引き下げケース(ケースGαρ として， 1988年度以降毎年度，

加工原料乳保証価格 (PP)はα%ずつ， 基準取引価格 (sP)はs%ずつ

引き下げてし、く場合を想定する。この引き下げ幅でPPく spとなる年度から

はpp=spとする。具体的には，牛乳需給モデルにおいて，

PP=(lーα/100)持 PP(-l)

sP= (1 (1-s/100)恭 SP(-1)+ PP 1-1 (1-s/100) *SP(ー1)ーPP1)/2 

なる式を組み込む。 α，sは表-9の3通りを用いた。

なお，対照ケースとして，乳価据置ケース(ケース S)を設定する。これは，

保証価格，基準取引価格ともに 1988年度水準で、据置いた場合とする。

いずれのケースにおいても，他の外生変数については次の仮定を置く。
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表-9 ケースGαPのα，sの億
〈単位:%) 

|〆価格) (基準取引価格)1 備 考
の下げ率 の下げ率

ケース G31 3 85---86年度の引下げ幅

ケース G42 4 2 87---88 " 
ケース G63 6 3 86-87 " 

注(1) ケース Gα戸では生産要素価格は 87年度水準で一定と置いているので， 85-87 

年度の引下げ幅とは実質的な内容は異なる.

(2) 1987年度から牛乳取引の脂肪率基準が 3.2%から 3.5%に変更されたことを考

慮すると， 86 ---87年度の下げ幅はもっと大きい.

実質民間最終消費支出は 1980-87年度の平均伸び率 3.0%で増加する。総

人口は，同じく 1980-87年度の平均伸び率6.4ルで増加する。配合飼料価格，

乳雌枝肉価格，卸売物価指数，乳製品期末在庫，輸入ナチュラルチーズ生乳換

算価格はL、ずれも 1987年度水準で固定する。加工原料乳認定数量は加工向け

販売量の全量とする。

シミュレーション結果 は 図-5の (a)- (0) を見られたし、。

先にケース Sについて見ると，ケース Sは，あらゆる価格の実質水準が変化

しない，いわば標準ケースであるから，価格変数はほぼ横ばい，数量変数は過

去の趨勢の延長上を辿るという形になっている。ただし，北海道の加工向け販

売量はその増加率が低下していき，やがて頭打ちとなる結果となっている。こ

れは，予測初年度(1988)以降の加工原料乳保証価格は 1987年度より 4%低

く決められた 88年度の値を用いているため，北海道の加工向け販売量を決め

る口8J式の右辺における加工原料乳保証価格と飲用向け乳価(都府県〕との

相対関係がこれまでよりやや保証価格に不利になっているからである。このた

め，北海道の飲用向け比率は次第に高まって， 2000年度には28%，2005年度

には34%になると見込まれる。
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さて，保証価格を 3%，基準取引価格を 1%ずつ下げていくケース G31を

見ると， 1997年度には両者は61円で等しくなり，補給金がなくなる。それ以

降は保証価格=基準取引価格を 3%ずつ下げていくと 2005年度には48円とな

る。このような保証価格の低下に伴って北海道の飲用向け比率は次第に高まり，

2000年度には48%，2005年度には64%まで高まる。これにより飲用向け乳

価は下落し，農家の受取乳価は， 現状 (1987年度)に比して， 2000年度には

都府県 26%安の 72円，北海道 20%安の 60円となるが，それ以降はわずかし

か下がらず， 2005年度頃の都府県69円，北海道57円で下げ止まり，上昇し始

める(47)。加工向け需要に占める輸入の割合は 2000年度で65%， 2005年度で

81%となる。牛乳生産関係については，現状 (1987年度〉に比して， 2005年

度の搾乳牛頭数は都府県 8%，北海道 10%の減， 牛乳生産量は搾乳牛 1頭当

たり乳量の伸びが見込まれるので都府県 5%，北海道 17%の増となる。

ケース G42，同G63については価格関係のみ図示したが，ケース G31に比

して下落速度が速まり， 農家の受取乳価の下げ止まり水準もケース G42では

都府県 65円，北海道55円， ケース G63では都府県60円， 北海道50円程度

と低;くなる。

ケースGαFのシミュレーション結果で注目したいのは次の2点である。

① 飲用向け比率の上昇(飲用向け供給の増加)により飲用向け乳価は下落

するが，消費支出と人口の伸びによる飲用向け需要の増大との関係で，農家の

受取乳価は下げ止まってやがて上昇に転ずる。

② 加工原料乳価の漸次的引き下げ政策は，北海道等の飲用向け比率の上昇

によって不足払い対象数量を減少させ，この暫定措置法が畜安法に一元化され

る条件を整えてし、く。

さて，ケース G31について， 農家の受取乳価の下げ止まり水準の都府県 69

円，北海道 57円 (2005年度頃)といった程度の乳価が， 果たして我が国酪農

にとって対応可能な水準かどうかについて次の 3通りの検討をしてみる。

①農林水産省の「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針J(1988 

年3月)では 1986年生産費から 2'-"'3割の生産コスト低下が 1995年の目標と
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なっている。

また，全中も 121世紀を展望する農協の基本戦略J0988年 7月〉において，

2000年に向けて， 1酪農については，乳製品の輸入圧力が強まる中で， 飲用消

費の拡大をはかり，飲用乳比率を高める必要がある。その中で， 40~50 頭規模

の効率的な酪農経営をめざし，飼料基盤の拡充，乳牛の能力向上による乳量の

増加や飼養管理技術の向上を図ることにより， 2~3 割のコスト逓減をめざす」

としている。

1986年度の牛乳 1kg当たり生産費は平均で都府県 86円， 北海道 72円だか

ら 2-3割のコスト低下が実現すると，都府県 60-70円，北海道50-60円

程度の水準となる。したがって，都府県 69円，北海道57円程度の乳価は非現

実的な数字ではなかろう。

② 本稿の牛乳需給モデルの中で検討すると，極めてラフな計算であるが，

表-10のように試算できる。

まず，搾乳牛 1頭当たり乳量が 1987年度から 2005年度の聞に都府県 15%，

北海道 29%増加すると見込まれるので，これによって都府県 13%，北海道 22

%のコストダウンが実現する。北海道の 29%増加とL、うのは，実数では，経

産牛 l頭当たりで平均 8000kgの水準である。北海道では，先にも触れた凍結

受精卵移植の受胎率が全国的にも高く， 地域によっては既に 70%を超えてお

り，この技術が本格的に普及すれば， 乳量 1万 kg以上というような高能力牛

の普及スピードが，種鮮卵移植の場合の数倍に高まるので， 平均8000kgは十

分可能な水準と思われる (48)。

更に，規模の経済によるコストダウンの程度は， 86年度で極めてラフな試算

をすると， 表-10の注のように， 100 kg当たり第2次生産費の搾乳牛頭数規

模弾力性として都府県，北海道ともに一0.14が得られる。本牛乳需給モデルで、

は，平均規模は 1987~2005 年度に都府県 28% ， 北海道 23%増大すると見込

んでいるので，生産費の規模弾力性がこのー0.14で，頭数規模水準の変化にか

かわらず一定(規模の経済性が持続する〉と仮定すると，規模拡大により平均

生産費は都府県 3.4%，北海道 2.9%のコストダウンができる。頭数規模水準
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表ー10 本稿の牛乳需給モデルによる 1987-2005年度の

コストダウンの概算(ケースG31)

〈単位%)

コストダウン効果

搾乳牛 1頭 都府県 15 |ー13 (1ー1.15) 

当たり乳量 北海道 29 -22 (1ー1.29) 

28 l - 2 8-014)  

搾乳牛頭数 北海道 23 -2.9 (1.23-0.14(.') 

言十 JEl/l 
-16 (86円→72円〉

-25 (72円→54円)

注. (a)-0.14は，規模の経済によるコ只トダウン効果を表わす生産

費の頭数規模弾力性であり， 1986年度の規模別牛乳生産費からln

(牛乳 100kg当たり第 2次生産費)=α +s・ln(搾乳牛頭数)なる

回帰式で推計した。 Pの値は，都府県 (6階層)で -0.1448( t値

一12.1，R2
=0.97， D.W比=2.48)，北海道 (7階層)で-0.1368

h 値 -8.6，R'=0.94， D.W比 =2.0のだったのでともに -0.14

とした.

資料:農林水産省「畜産物生産費調査J.

の上昇に伴い，既存の飼養管理技術体系では規模の不経済(単位当たりコスト

の上昇局面)が訪れることが考えられるが，近年，多頭飼養においてはじめて

経済的に採用可能な牛乳増産技術(コンプリート・フィーディング・システム

等)が次々と開発普及しはじめている中で，規模の経済は当分持続されるもの

とみなしでもよかろう (49)。

崎浦 (63Jによれば， 我が国の生産資材は ECに比して 3割程度割高(50)な

ので，これがEC水準に低下すると見込めば，更にコストダウンが見込めるが，

本モデルでは，生産要素価格は実質据置としているので，上の 1頭当たり乳量

と規模の効果を合わせた都府県約 16%，北海道約 25%のコストダウンがケー

スG31の場合に 2005年度までに実現できると見込まれる。 これによって 1
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kg当たりの平均生産量は都府県 72円， 北海道 54円程度となる。 これは， ケ

ース G31の2005年度の都府県 69円，北海道57円程度という農家の受取乳価

に近い。

これで見るかぎりでは，保証価格の 3%引き下げを続けた場合の都府県 69円，

北海道57円の乳価水準は，小規模層のある程度の脱落はやむを得ないとして，

上層農家においては，負債の問題が解決されれば，将来的には対応可能な水準

と思われる。負債の問題は，宇野 (35J等で分析されているように，特に，北

海道において深刻である。北海道の酪農家 1戸当たりの負債額は平均約 3000

万円，地域によっては1億円を超える。増産を前提とした政策主導の下で，多

大な負債により導入された大型機械施設 (EC諸国に比べて約 3.5倍の投資額

と言われる)が，計画生産下で過剰投資となって経営難に陥っている農家の負

債整理については，硬直的な制度金融体系の改善(51)を含め，抜本的措置が講

じられる必要があろう o

なお，ケースG42， 同G63についても 2∞5年度で②と同様のことを検討す

ると，ケースG42では平均生産費が都府県 72円，北海道54円で乳価が都府県

65円，北海道54円，ケースG63では平均生産費が都府県 71円，北海道53円

で乳価が都府県 63円，北海道52円である。

③ そもそも，コストダウンの可能性は，個別経営レベルの検討が十分に行

なわれた上で議論されるべきである。本稿は，そこまで検討していないが，個別

経営レベルで、の検討を行なった研究として，佐々木・生源寺 (61]，黒柳 (62J

等がある。佐々木・生源寺 (61]では，北海道の自立経営の平均生産費(第1

次)は50--55円 (1986年)， 都府県の自立経営存立の限界乳価は64--75円

(1987年〉とL、う試算がなされており，上の②の推計値と大きな隔たりのある

ものではない。黒柳 (62Jは1980年とやや年度が古いが， 輸入代替乳価の実

現可能性を検討したものとして興味深し、(問。

5. 結論と残された標題
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不足払い制度の役割を評価するとともに，牛乳の潜在的過剰への対応方策と

して考えられる保証価格の漸次的引き下げ政策のあり方を検討する上での 1つ

の判断材料として，シミュレーション分析を行なった結果は次のとおりである。

① 不足払い制度と IQによる乳価保証は，我が国酪農生産を少なくとも 2

-3割程度拡大する役割を果たしていると推定される。

また，不足払い制度は，乳価のフラグチュエーションを自由市場下の約2分

の1 (変動係数で見るかぎり)に抑制し，生産者や乳業メーカーの経営安定に

寄与したと評価できる。この点を考慮せずに，乳価を自由市場決定に委ねるこ

との有利性を主張することはできないと言えよう。

② 保証価格の漸次的引き下げは，不足払いの暫定措置法が畜安法に一元化

される条件を整えていくと見込まれる。

保証価格が漸次引き下げられると，小規模経営の脱落等により搾乳牛頭数は

減少するが 1頭当たり乳量の増加で，牛乳生産は現状以上には維持される。

北海道の飲用向け比率が高まり，飲用向け供給量が増えて飲用向け乳価も下落

するが，近年の需要の価格・所得弾力性と人口・所得の伸びによる飲用向け需

要の伸びが継続すれば(53)，飲用向け乳価は下げ止まって上昇に転じるので，農

家の受取乳価もある水準で下げ止まって上昇に転じる可能性が示された。平均

年3%程度の下げ幅なら都府県約 70円，北海道約60円がその水準であり，そ

れは，負債の問題が解決されれば，上層農家にとっては，今後の経営努力(規

模の利益の追求 1頭当たり乳量の増加，施設の軽量化等〉により対応できる

水準とみられる。

次に，本稿で十分に論じることができなかった問題について触れておきたし、。

第1に，本稿のモデル分析では，我が国酪農が飲用向け供給への依存度を高

める可能性を示したが，それが，我が国酪農の長期的方向として望ましいかど

うかは，別に検討されるべき課題である。例えば，天間 (65Jが指摘するよう

に，長期的に見ると，乳製品需要の拡大の余地は飲用乳需要より大きいことが

予想される中で，飲用乳市場への依存を強めることは，産業発展の芽を自らつ

みとることになりかねない〈刊。 これは， r第3乳価論J(55)のような政策問題と
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して十分検討される必要があろう。

第2に，本モデルでは牛肉需給との関連は外生化されている。しかし，乳雄

子牛(ぬれ子)，初任牛(はらみ)，手L廃牛等の個体販売収入が酪農経営にかな

り (2-4割)のウエートを占めているので， 牛肉が 1991年度から自由化さ

れるのに伴う乳雄子牛の販売への影響が，酪農経営にどのような影響を及ぼす

かを検討することは重要な課題である。我が国の牛肉需給システムついては大

賀・稲葉 (9J，大賀(lOJによって計量モテやルが開発されているo 大賀圭治氏

のモデルは四半期モデルなので，これを年モデルに変換し，本稿のモテ令ルと結

合することによって牛肉との関連が内生化された牛乳需給モデルを開発するこ

とができれば，この課題への接近が可能となろう。

第3は，保証価格の引き下げは国内加工向け牛乳供給を減少させていくし，

国際的な要請を考えると，今後，更に，乳製品輸入は増加していくであろう(聞

ことから，国際乳製品需給の分析が重要性を増してくる。本稿の牛乳需給モデ

ルでは，将来予測については， 輸入価格を 87年水準で一定としたが， 過去の

輸入価格の変動がかなり大きいことも考慮すると，輸入価格は国際需給との関

連の中で決定されるシステムにすることが求められる。主要酪農園における牛

乳・乳製品需給の特質と関連制度を把握し，国別の牛乳需給モデルを開発し，

それらを 1つの世界牛乳需給モデルにまとめることができれば，各国の政策変

更が園内だけでなく諸外国に及ぼす影響も把握できる。また，国別の牛乳需給

モデル開発に当たって，その国の牛乳需給の特質を背景にした諸制度を把握す

ることは，酪農における価格支持のあり方，国境保護のあり方，生産者組織の

あり方，生産調整の意義等を検討する上で有益であろう。これらの点も今後の

課題としたし、。

第4に，乳価の下落に伴う地域的な雇用問題について，本稿では論じていな

い。この問題は，別に検討されるべき重要な課題である。そもそも，不足払い

制度による価格支持は， (ア〉牛乳の不足基調， (イ〉他の雇用機会が少なく，農

家と他産業との所得格差が大きい等の状況下で，牛乳生産を刺激するとともに，

農家に自己雇用の場を提供し，所得補償をする役割を果たしてきた。つまり，
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雇用問題の解消を重要な役割の lつとして担ってきた。しかしながら，牛乳が

過剰基調となり，他の雇用機会も増え，農家の生活水準も向上しさらに，我

が国経済の国際的地位の上昇に伴い，内外価格差が拡大している状況下では，

価格政策には，過剰を解消し，内外価格差を縮小するような方向が求められつ

つあり，一方で、，それに伴って発生する地域的な雇用問題等については，新た

な視点からの考察が必要となっていると言えよう。

注(1) 牛乳需給における過剰とは，具体的には，適正水準を超える(反意図的な)乳製

品在庫が存在する状況を言うものと考える。在庫性が之しく，需給が完全に価格で

調整される産品では過剰は存在しない。その意味で，飲用乳市場には直接的には過

剰はない。しかし，飲用乳需要の伸びに比して牛乳生産の伸びが大きい場合には，

1年度内では回定された政策乳価の下で，加工向け供給の増大となって，適正水準

を超える乳製品在庫が生じるという形で牛乳過剰が現れる。また，生産調整で潜在

生産力を抑えることによって需給均衡が達成されている場合には，その生産調整量

を過剰と考える必要があろう。本稿における「潜在的過剰」は，保証価格の下方硬

直性によって維持されている農業労働力や農地という「構造的」要因による「構造

的過剰」が，生産調整により「潜在化」している状況を指している。「構造的過剰」

の定義については，須永 (20)，50ページを参照されたい。

(2) 不足払い制度の導入の背景については，小林(16コ【第6章， 167-184ベージ)，

矢坂 (21)(58-62ベージ)，桜井 (29)(第6章， 165-199ページ)，松尾 (30)(第

5章， 195""222ページ)，農政調査委員会 (42J(第4章， 69""79ページ〕等が詳し

L 、。
(3) 指定乳製品(パター，脱脂粉乳，全脂加糖れん乳，脱脂加糖れん乳〕と全粉乳，

ホエイパウダー，パターミノレ Fパウダー。

(4) 榎 (32)，68ベージ参照。

(5) 加工向け比率が 50%以上の都道府県で，当初は北海道，青森，岩手，山形，福島，

長野，i鳥取の 7道県であったが， 1978年以降は北海道のみとなった。加工原料乳保

証価格はこの地域の再生産を確保する水準として算定される。

(6) このほかの要因として， EC諸畠に比して①肥料・農薬・機械等の貸用単価が約

3割高であること，②設備投資額(乳牛 1頭当たり〉が極めて大きい(約 3目5倍〉

こと，③牧草の単収がかなり低いこと，等が挙げられる。

(7) 田畑 (36)，101ベージ。

(8) なお，このような酪農の規模拡大の進展には，七戸 (38)(22ベージ)，新谷[13)

(222ベージ)，大塚 (2)(98ページ〉が指摘するように，酪農における規模の経済性

の存在が前提となっている。大塚 (2)は， i酪農における規模拡大の過程は，絶え
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ず創出された動学的不均衡状態におい℃規模の利益を追及する〆イナミァクな調整

過程にあった」としている。酪農における規模の経済性の存在は，荏関津・茂野

(12J.新谷(13J.崎浦(14J等の生産関数の計測結果や大塚 (2Jの生産費の生産

規模弾力性の計測結果から確認できる。石関(15J(21-24ベージ).小林(16J

(10-13ベージ〉は，頭数の増加に伴う生産費の逓減が，経営技術体系の変化に伴

う「断層」を生じる点を指摘している。

(9) 山田(19J.126ベージ。梶井(18J.121ベージ。

仰矢坂 (21](2). 45ベージ。

(1.1)天間 (24J. 7ページ。

(12) 須永 (20J.50ベージ。千葉 (31](42ベージ〉は，農総研討論記録 (55J(65ベー

ジ〉における須永芳顕氏のコメ γ トを基に，牛乳過剰の構造化における乳価支持制

度の位置付けを明確にしている。小林(16J(194-199ページ〕も保証価格が需給均

衡水準より高いことを牛乳過剰の最大の原因としている。なお，このような「構造

的過剰」のメカユズムは，アメリカや ECの乳製品過剰についても同様である。ア

メリカについては小津 (66J. EC については松浦 (67Jを参照されたい。松浦

(67J (49ページ〉は r技術進歩による生産の増大傾向に対し，停滞的な消費が対

応する局面にあって，硬直的な ECの価格支持制度は，容易に過剰を恒常化する」

と指摘している。

(13) 乳製品だけでなく家庭用パター消費のマーガリンによる代替も国産牛乳の需要を

せばめる要因となっている。

ω 自由化品目であるココア調整品〈粉乳90%. ココ 710%).調整食用脂〈パFー

70%. マーガリ γ30%)を言う。内外価格差が大きくなると，乳糖，カゼインも

脱脂粉乳に合成されることから，これらを含める場合もある。

仰梶井(18J. 101-105ベージ。

在日) 大塚(1]， 154ベージ。このほか，天間 (23J(83ページ〉は 3割程度の加工

向け市場のコントローノレだけで会牛乳市場を調主主し得たのは，加工処理機能を備え

た大手乳業資本の大きな集乳シェアの下で，飲用乳の余乳処理を加工部門が果たす

こと，また，還元手しの存在が，飲用向け牛乳を不足気味に買い入れ，安く買い入れ

られる加工原料乳からの還元乳による需給調整を可能にしていた点を指摘している。

不足払い制度による基準取引価格と飲用向け乳価との差が，このような還元乳によ

る飲用向け市場と加工向け市場との需給調整を経済的に有利にしたのである。しか

し，この点についても，第 1に，加工処理施設を有しなLりすなわち，牛乳需給調

整機能を持たない中小市乳専門工場のシェア拡大，裏返せば，大手乳業資本の寡占

体制の後退，第2に，成分無調整乳への晴好増大による還元乳消費の減退により，

両市場開の需給調整機能は低下したと指摘されている。

間 本稿の牛乳需給モデノレにおいて，計画生産に関するダミー変数の効果をゼロとす
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るシミュ νーションを行なうことによって計画生産がなかった場合の牛乳需給と価

格の状況を推計することは一応可能である。(表〉はその結果を，計画生産の実施が

それをしなかった場合に比べて何%の変化を与えたかという形で示している。注目

されるのは，次の 2点である。

① 酪農家 1戸当たり総収入が計画生産によって増えているのは計画生産開始当

初の 2年のみで他の年はすペて減少している。特に， 87年度の計画減産について見

ると，減少率が約4%と大きい。搾乳牛頭数を見ると，北海道がわずかな減少なのに

対して都府県は約8%も減少しており，減産の大半が都府県で生じていることを示

している。これによって，牛乳生産〈全国〉が約 6%減少したが，農家の手取り乳

価〈全国〉は 2%強しか上昇していないのである。

この理由は次のように考えられる。 87年度について，計画減産がなかった場合に

比べての減産量が 42万トンで，加工向け阪売量の減少が40万トン，乳製品輸入量

の増加が 40万トン〈在庫調整は無視〉という推計値からわかるように，減産分の

ほとんどが加工向け販売量の減少とそれに伴う乳製品輸入の増加として現れ，飲用

向け販売量と飲用向け乳価はほとんど変化しない。したがって，減産による手取り

乳価の上昇は限度数量の超過量が減少することによる分だけとなる。

つまり，飲用向け需要は非弾力的〈価格弾力性が 1より小〉なのだが，この毛デ

ノレ上では，加工向け需要については 1年度内で見ると，限度数量を超えても基準

取引価格で無限弾力的に買い入れが行なわれるので，通常考えられるような，非弾

力的市場における減産による価格上昇効果が現れず，短期的に見ても計画生産は生

産者の総収入を高めていないばかりか，在庫調整を無視すれば，加工向け市場を輸

入に置き換える結果となったのである。

しかし，この場合，次の点に留意する必要がある。

第 1に，本モデノレでは，加工向け販売量が基準取引価格で無限弾力的に買い入れ

られると想定しているが， 87年度については需要があったので，結果的には可能で

あったと考えてもよかろうが，牛乳過剰基調下で，基準取引価格を下回る価格での

買い入れはおろか乳業メーカーの受乳拒否ということさえも考えられる状況であっ

たことからすると問題が残る。

第 2に，在庫が外生化されているので，加工向け販売量の変化はそのまま輸入量

の変化として現れるという制約がある。

第 3に，生産者の利益の指標を総収入で示したが，限度数量超過分が基準取引価

格かそれ以下でしか販売できないのであれば，その分は，多くの都府県の生産者に

とってはコスト割れが生じるから，増産して総収入は増えても利潤は減少すること

になってしまうかもしれない。したがって，総収入を生産者の利益の指標とするの

は適切とは言えない。しかし，計画減産が解除されていた場合に増加する生産につ

いての追加的ヨストの把握も容易ではない。
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年度

第 4に，北海道と都府県の生産者では事情が異なるように，生産者全体の平均で

は判断しにくい問題である。

第 5に，本モテソレでは，価格関係で説明しきれない部分をダミー変数によって計

画生産の効果として分離しているが，北海道の搾乳牛頭数については，まったくダ

ミー変数を使わなくともほぼ価格への反応として説明されてしまっている。 しかし，

特に，北海道で 1975年前後から膨大な負債を抱えて大規模施設を導入して生産を

開始した新しい酪農家にとっては，施設のフノレ稼働が不可欠な中で，生産の拡大を

抑制せざるを得なかったという事実があるのだから，北海道の搾乳牛頭数に計画生

産がほとんど影響しなかったというのは実態にそぐわない。これは，手L価の動きと

計画生産を伴った頭数の動きが類似しているため，乳価と計画生産ダミーがマノレチ

コリニアリティを生じるためである。ダミー変数による計画生産の取扱いには限界

があり，今後の改善課題としておきたい。

以上のような本モデノレ上の制約に留意すれば，本毛デノレにおける試算だけで計画

生産が生産者にとってしないよりはよかったかどうかの判断を一義的にするのは難

しL、。

② 計画減産がなければ， 87年度の牛乳販売量は 42万トン増加したと推計され，

これは， 87年度の坑製品在庫(生乳換算〉の減少量〈期末在庫一期首在庫) 37万

トンを上回っている。つまり，計画減産がなければ，牛乳需給はかなり緩和されて

いたことがわかる。

増

表 計画生産の実施による牛乳需給の変化

(計画生産がなかった場合に対する増減〉

減 率 (%) 増 減 量 ( 千t)

搾乳牛 搾乳牛 牛 乳 農家受農家 1戸 i牛乳 加工向 乳製品
頭数 頭数 販売量 取価格当たり総:販売量 け販売 輸入量

収入
(都府県)(北海道)(全国)(全国)(全国): ( 全 国 )( 全 国 ) (幸子換

1979年 -5.46 -0.00 ー1.75 2. 84 1. 03 :ー112.93- 57.05 57.05 

80 I -4.46 0.56 -3.47 4.79 1.15 -230.50 -140.25 140.25 

81 I 2.11 1.22 -1.35 -0.22 -1.57: - 89.47 -107.97 107.97 

82 I 0.34 0.60 0.47 -2.58 -2.13: 31.30 - 35.17 35.17 

83 I 一1.32 -0.09 -0.40 0.02 -0.37: - 26.92 - 30.45 30.45 

84 I -0.60 0.17 -0.69 0.56 -0.14: - 48.37ー 38.71 38.71 

85 I 0.07 0.37 -0.25 -0.28 -0.53:ー 17.59- 27.47 27.47 

86 I -7.10 0.21 -2.98 0.44 ー2.55 ー219.29-228.53 228.53 

87 I -8.44 ー1.30 -5.52 2.12 -3.52:， -424.10 -403.51 403.51 

注.酪農家戸数は計画生産によって変化しないものと仮定した.
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(1.8)天間 (23J，90ページ。

側大塚(1]， 161ページ，大塚 (2J，108ベージ。

側矢坂 (21](2)， 115ベージ。

凶大塚(1]， 155-156ベージ。

(22) ハレット (50J，76ベージ。アース (51]， 145ページ。

闘植草 (49J，10ベージ。

凶大塚(1]， 151ページ。

四 天間 (23J，84ページ，梶井(18J，137ベージ。大塚(1]は本稿と類似の方法

で推計値を求め，近年，飲用向け乳価が下落していることがわかる数値を出してい

るが，活用されていない。

凶玉城 (53J，244ページ。矢坂 (21](2)， 129ベージ。

間 農総研討論記録 (55J，82ベージ。なお，北海道牛乳の本州移送の成立条件につ

いては， 1975年の佐々木 (57Jも， 具体的事例に基づく詳細な分析の結果， r飲用

向け乳価と保証価格との差額が濃縮乳輸送あるいは生乳輸送の諸経費を十分吸収で

きるかどうか疑問であるJ(70ベージ〉としている。

側 近年の飲用向け乳価の低下傾向の要因として，玉城 (53Jが指摘するように， rス
ーパ一等のパイイング・パワーが強化され，飲用牛乳の市場価格形成は従来の生産

者団体一一乳業メーカ一一一牛乳販売庖のリンタ型からスーパー主導型に転化して

きたJ(248ベージ〉ことを付け加えておく必要があろう。スーパーの力が強〈な

った背景には，天間 (23J(83ベージ〉が指摘するように， 乳製品処理施設を有し

ない中小市乳専門工場の生産シェア拡大による市乳ダンピングが大きな役割を果た

していると思われる。これには，指定団体の全農への牛乳再委託の増加が影響して

おり，矢坂 (21](2)で詳細な分析がなされているので参照されたい。植草自の

(97ページ〉で， r製品差別化」と再販売価格の維持を図る「流通系列化」の事例

とされる乳業メーカーの専売庖昔話も後退してきているのである。

聞大塚(1]， 156ベージ。

聞小林(16J，227-245ベージ。酪農総合研究所〈崎浦誠治所長〕の研究成果はま

だ公表されていない。

(31l 矢坂 (21](1)， 52ページ。

間 北海道も都府県もその中の地帯によって輸送費も様々なのだが，ここでは，単純

化して都府県・北海道のそれぞれの平均的な 1地点における関係を想定している。

悶 両対数線形式なので弾力性が一定値をとる。これは， 22年間構造変化がないと仮

定して，一定の平均値を求めていることになる。しかし，現実には，弾力性は需給

構造の変化の中で時間とともに変化しているので，当然，このような計測値は将来

予測をする上での限界を持つ。しかし，データ期間を最近年の短い期間にすると自

由度が不足する。このため， ζ れまでのそデノレを見ても，構造変化をできるだけ小
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さくするため，年数をできるだけ少なくする一方で，半期，四半期等期閣を細分し，

観測値を確保する工夫が見られる。本毛デルでは，そのような工夫はしなかったが，

ダーピン・ワトソン比や推計値のプロ γ トから明らかに構造的変化を処理する必要

があった飲用向け需要の決定式については，将来予測には構造変化後の新しいパラ

メ-fIが使われるようにした。詳しくは，後に個別の方程式の説明において述べる。

なお，推計方法は，普通最小自乗法である。計算は，稲葉 (73)のマイ Fロ・アグ

ネ λ によった。

倒乳牛頭数の増減と手L価との関係は，やや複雑である。 1つは，乳価下落への調整

は屠殺で対応できるので即時的な面を持つのに対し，乳価上昇への調笠は，よ記の

循環関係でも見たように，タイム・ラグを持つという点である。乳価下落への対応

の即時性を考えると，搾乳牛頭数の説明変数の乳価を 1期前だけでなく当期も入れ

た方がよいようだが，有意な値は得られなかった。もう lつは，先にも述べたよう

に専業で固定資本の大きい経営では，乳価下落への対応が硬直的になるので，乳価

の下落過程と上昇過程で，頭数の反応がシソメトリックでない〈下落過程では小さ

い〉という問題がある。これについては， 上林 (68)(29-30ベージ〉のように，

e 料 a(Pt-Pt-1)(e: 自然対数の底， a:定数， a> 0， Pt-P t-l:前期との価格差)

なる項を加えた推計式を使う等の工夫が考えられるが，ここでは行なわなかった。

伺過去の搾乳牛 1頭当たり乳量の乳価弾力性の計測例を見ると，唯是 (5)，松原

(8)，大塚 (2)ではプラスの値を得ている。農林大臣官房調査課 (4)ではマイナス

の値を得て， iプラスになるべきところマイナスとなり，理論的前提に合致しなか

ったJ(61ページ〉とし℃いる。しかし，よで考察したように，通常の関数形では

計測期間に価格上昇過程が多く含まれているか杏かで，プラスで得られたりマイナ

スで得られたりすることになって，プラスでなくてはならないわけではなし、。仮に，

プラスの値を持った式を用いて乳価の大幅な下落時をシミュレーションすると，ど

んどん搾乳牛 1頭当たり乳量が下がってしまい，実態を反映しなくなる。

側 この値と生産関数分析から農家の利潤極大化行動を仮定した場合に理論的に計算

される生産の“短期"の価格弾力性とを比較してみよう。今，飼料給与量だけが変

更できる“短期"を想定してみる。荏関津・茂野(12)，新谷(13)，崎浦(14)等

で計測された生産の飼料給与量弾力性 (Ef)は， 崎浦(14)では 0.28とやや低

いが，他は概ね 0.5-0.8の閣の値である〈大塚 (2)，96ベージ， 表 1-4-2に

整理されているので参照されたい〉。 したがって， 飼料給与量だけが変更できる

“短期"の生産の乳価弾力性 (Ef /(1-E f))として，最も小さい崎浦(14)

では0.39(全国〉だが，平均的には， 1.0-4.0の値となり，本モデノレの健よりかな

り大きい。これは，現実の年単位の時間経過における「短期」と，他の生産要素は

固定し，ある要素のみ自由に無限の時聞を持って調整できると想定した生産関数分

析での“短期"とを比べれば，短期の意味が全く異なり，種々の締約のある現実の
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対応が小さくでるのは当然である。このことは，生産関数から供給関数を導くこと

の現実的妥当性にかかわる問題である。

間 AICの利用については，稲葉 (73)，72~91 ベージを参照されたい。

側 問題が残るのは，この場合，弾力性が滑らかに変化せずに断層を持って変化する，

つまり， 1966~78 年では，価格弾力性が 0.30ー0.38= ー0.08，消費支出弾力性が

0.40+0.42=0.82なのが， 1979~87 年では， 同一0.38， 0.42と変化することで

ある。

倒小売段階の価格で見ても，都内のスーパーでの聞き取り調査(1988年)では，特

に87年からの下げ幅が大きいことがわかり， 87年の需要の急伸には価格低下の影

響が大きいことがうかがわれる。農林水産省「牛乳の小売価格実態調査」でも 87

年の下げ幅が大きいことが確認できる。

(40) 通関統計上は，乳糖は医薬品，カゼイ γは工業用品に分類されているが，内外価

格差が拡大するとこれらも脱脂粉乳に合成される。

日1) 基準取引価格と生乳換算輸入乳製品価格とは，本モデノレでは別々に説明変数とし

たが，両者の加重平均値を求めて説明変数とした方がより適切である。

(42) このほか，酪農家戸数は参考億として求めている。

酪農家 1戸当たり平均搾乳牛頭数の増加は[7]， [8J式のようにロジスティック

曲線で極めてよく近似できる。 1期前の乳価を説明変数に入れて，乳価が下がると

酪農家 l戸当たり平均搾乳牛頭数が増加する，つまり，乳価下落は規模拡大を加速

するという関係も下の [7J'，[8J'式のように，一応計測できる。

[7]'酪農家 1戸当たり搾乳牛頭数(都府県)=-40.82-1.12* cl期前農家平均
〔占58.8) (ー2.4)

受取価格〈都府県)/1期前配合飼料価格)+0.63 *トレソド+1.30吻ダミー67+
(64.0) (5.7) 

0.98ホダミー68+0.67事ダミー69-0.26事ダミー74
(4.5) (3.2) (-1.3) 

決定係数=0.998 自由度修正済決定係数=0.997

ダーピン・ワトソン比=1.14

[8J'酪農家 l戸当たり搾乳牛頭数(北海道)=-62.62ー0.68本(1期前農家平均
(-44.4) (-0.6) 

受取価格(北海道)/1期前配合飼料価格)+0.99本トレ γ ド+0.95事ダミー67-0.70
(54. 4) (2. 2) ( -1. 6) 

*ダミー74-0.72*ダミー8687
(-2.2) 

決定係数=0.997 自由度修正済決定係数=0.996

ダーピン・ワトソン比=1.01

これは，小規模層の脱落が多かった都府県ではある程度有意な結果を得ているが，

もともと規模の大きい北海道では，乳価下落時における小規模層の脱落による 1戸

当たり平均搾乳牛頭数の増加という結果は有意に計測されない。都府県にしても乳

価下落が規模拡大を加速するという関係は生産構造の変化〈小規模層の喪失〉とと

もに変わってしまうので一定の係数で特定することはあまり意味がない。
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そこで，ここでは，規模拡大は経済的要因の変動とは無関係に [7J，[8J式のロ

ジスティ 7?曲線の軌道を辿るものとし，経済的要因の変動で総搾乳牛頭数が変化

するとき，平均規模は変化がないと仮定した場合の酪農家戸数を「総搾乳牛頭数/

酪農家 1戸当たり平均搾乳牛頭数」で求めている。
/ ¥/¥  

(43) 平均絶対誤差率は，毎期の誤差率 CCYt-Yt)/Yt， Yt:観測値， Yt:予測値〉

の絶対値の平均。不一致係数(7<イノレのU)は，推定値をすべて前期と同じにする

推定より価値があるかどうかを示す指標で 1より大なら予測の価値がな L、。しか

し，ファイナノレ・テストでは，前期の値は観測値でなく推定値なので 1以上だか

らと言って予測の価値がないとは判断できない。転向点過誤 1は，観測値では非転

向点なのに，予測値では転向点 CJ1ーユング・ポイ γ ト〉になってしまった場合の

割合，転向点過誤2は，逆に，観測値では転向点なのに，予測値では転向点となら

なかった場合の割合である。詳細な説明は，稲葉 (73J，108~1l2 ベージを参照さ

れたい。

(44) ケース F，ケース S，ケースGのF，S， Gは， free， standard， graduallyの頭

文字でケースがAからアノレファベット順にある中の 1つを意味するものではない。

側農業総合研究所第 1407固定例研究会(1988年 II月8日〉における矢坂雅充

氏のコメントによる。

叩 平均値の水準が両ケースで大きく異なる場合に，標準偏差を平均値で除した変動

係数で示すのは，変鋤の大きさについて過大評価的である。

14司 都府県 69円，北海道 57円の差 12円が両者間の輸送費として想定されているこ

とに留意する必要がある。

(48) ただし，近年の北海道の 1頭当たり乳量の高い伸びは，このような技術進歩要因

だけでなく，安価になった購入濃厚飼料の多給によるところが大きい。このため，

乳牛の更新が 2.7産程度まで早まっているが，一方で，肉価格が高いことが，この

ような飼養形態を採算の採れるものにしている。なお，高泌乳牛の普及に当たって

は，今の乳牛の飼養管理技術体系とは違った技術体系が必要であって，それが，現

状では，まだ模索状態で確立されていないのがネッ Fとなっているようである。

(49) 天間 (59J， 9ページ。

側崎浦 (63J，47ベージ。

間 通常の銀行の住宅ローン等に比べると，①一般金利水準の変化に対応した借り換

えができない，②繰上げ返済ができない，③返済期間(年数〉の選択ができない等，

柔軟性に欠ける。

間 黒柳 (62Jは， 1980年の輸入ナチュラノレチーズ代替国産乳価を 64円として，そ

れに耐え得る経営の実現可能性を検討している。北海道で 1978年の第 2次生産費

が62.9円のH農場〈搾乳牛 46頭〉と 68.6円の S農場〈搾乳牛 30頭〕について乳

価が 64円になっても H614万円， S 412万円の自立経営水準を超える農業所得が
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得られると試算している。そして， H;!Iイプに近い酪農家が北海道で 15%程度，

Sタイプは北海道の約 6割を占める山村，農山村でかなり一般的な山地酪農である

から，乳価64円に対応できる経営はかなり育成可能だとしている。

同価格弾力性一0.38，所得弾力性 0.42，人口年率 6.4;'100，所得年率 3.0%の想定は，

かなり控え目と言ってよかろう。

回天間 (65J，3ページ。

岡天間【23J，90ベージ。

同 加工向け牛乳供給の減少は，我が国酪農にとって，諸外国と直接競合する部分を

縮小することになり，我が国乳製品市場における輸入比率を高め，乳製品輸入にお

ける国境保護措置の相対的重要性を低下させるであろう。しかしながら，それをも

って乳製品輸入の自由化が肯定されていくというわけではない。乳製品について

は， EC，アメリカも手厚い保護政策を行なっており，貿易についても， ECは可

変課徴金，アメリカはガァトのウエーバーによる数量制限で輸入量を園内需要の

0.5%に抑える等の措置を実施している。

しかし， EC，アメリカの措置がガット上違法と言えないのに対し，我が国の数

量制限は 12品目問題の裁定でガット違反とされた措置である ζ とが， 我が閣の立

場を不利にしているので，ガット上違法と言えない措置で保護の実効は確保できる

ような措置への転換の可能性も検討しつつ，国際的なパランスを失して我が菌のみ

が自由化するようなことは避けるべきであろう。
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付表ーl 牛乳需給モデル方程式一覧

[ 1 J ln (期末2歳以上雌乳牛頭数(都府県))=2. 70+0. 28 * ln (農家平均受取乳価(都府
(7.0) (4.4) 

県)/配合飼料価格)-0.18事ln(手L雌枝肉価格/配合飼料価格)+0. 64 * ln (1期前
( -4.1) (12.0) 

期末2歳以上雌乳牛頭数(都府県)+2期前期末搾乳牛頭数(都府県)/2)ー0.04本
(-2.0) 

ダミー72ー0.09本ダミー74ー0.06*ダミー8687
(-3.4) 一2.8)

決定係数=0.95，自由度修正済決定係数=0.93

ダーピン・ワトソン比=2.07

[2 J ln (期末2歳以上雌乳牛頭数(北海道))=0.96+0.16本ln(農家平均受取乳価(北海
(5.8) (2.4) 

道)/配合飼料価格)ー0.07ホln(乳雌枝肉価格/配合飼料価格)+0.84*ln(1期前
(-1.9) (34.2) 

期末2歳以上雌乳牛頭数(北海道)+2期前期末搾乳牛頭数(北海道)/2)ー0.07本
(-2.7) 

ダミー72-0.04*ダミー8687
( -1.9) 

決定係数=0.99，自由度修正済決定係数=0.99

ダーピン・ワトソン比=2.23

[ 3 J ln (期末搾乳牛頭数(都府県))=2.32十0.28* ln (1期前農家平均受取乳価(都府
(5.0) (3.8) 

県)/1期前配合飼料価格〉ー0.06本ln(乳雌枝肉価格/配合飼料価格)+0.目指 ln
(ー1.~ ~~ 

(1期前期末2歳以上雌乳牛頭数(都府県)+2期前期末2歳以上雌乳牛頭数(都府

県))ー0.07事ダミー7274ー0.06ホダミー7980ー0.07寧ダミー8687
(-5.2) ー2.7) (-3.7) 

決定係数=0.96，自由度修正済決定係数=0.94

ダーピン・ワトソン比=2.21

[4 J ln (期末搾乳牛頭数(北海道))=0.87+0.13 * ln c1期農家平均受取乳価(北海
(4.4) (1.8) 

道)/1期前配合飼料価格〉ー0.10*ln(乳雌枝肉価格/配合飼料価格)+0.76ホln
(-2.5) (28.1) 

c1期前期末2歳以上雌乳牛頭数(北海道)+2期前期末2歳以上雌乳牛頭数(北海

道))ー0.05*ダミー7274
(-2.9) 

決定係数=0.99，自由度修正済決定係数=0.98

ダーピン・ワトソ γ比=1.59

[5J 搾乳牛 1頭当たり乳量(都府県)=一7.62-1.18*ln(平均搾乳牛頭数(都府県))ー
(-4.8) (-3.1) 

1.52 * ln (配合飼料価格/卸売物価指数)+4.90*ln(トレンド〉
( -6.6) 00.2) 

決定係数=0.97，自由度修正済決定係数=0.97

ダーピシ・ワトソン比=1.55

[6J 搾乳牛l頭当たり乳量(北海道)=-38.93-0.74本ln(平均搾乳牛頭数(北海道))
(-9.0) (ー1.4)

-1.55事ln(配合飼料価格/卸売物価指数)+11.38本ln(トレンド〉
(-3.7) (7.0) 

決定係数=0.98，自由度修正済決定係数=0.98
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ダーピン・ワトソ γ比=1.32

[7J 酪農家1戸当たり搾乳牛頭数(都府県)=16.11/(1 +8.50 * e料一0.17本トレYド〕
(52.8) (55.5) (49.3) 

決定係数=0.999，自由度修正済決定係数=0.999

ダーピン・ワトソン比=0.83

[8J 酪農家1戸当たり持乳牛頭数(北海道)=26.67/(1+5.80.. e旗本一0.16本トレンド〉
(63.9) (62.9) (50.0) 

決定係数=0.999，自由度修正済決定係数=0.999

ダービン・ワトソン比=0.71

[9J 平均酪農家戸数(都府県)=平均搾乳牛頭数〈都府県)/酪農家1戸当たり搾乳牛頭

数(都府県〉

口OJ 平均酪農家戸数(北海道)=平均搾乳牛頭数(北海道)/酪農家1戸当たり搾乳牛頭

数(北海道〉

日1] 牛手L生産量(都府県)=平均搾乳牛頭数(都府県〕ホ搾乳牛1頭当たり乳量(都府県〉

日2J 牛乳生産量(北海道)=平均搾乳牛頭数(北海道)ホ搾乳牛1頭当たり乳量(北海道〉

口3J In (農家自家消費等仕向量(都府県))=0.46+0.66本In(平均酪農家戸数〈都府県))
(2.4) (29.7) 

+0.13 * In (期末乳製品在庫量)+0.15*ダミー79+0.21*ダミー8085+0.58本ダミ
(6.6) (4.2) (9.0) (18.4) 

-8687 

決定係数=0.99，自由度修正済決定係数=0.99

ダーピン・ワトソン比=2.04

[14J In (農家自家消費等仕向量〔北海道))=1.01+0.31本In(平均酪農家戸数(北海道))
(1. 0) (2.1) 

+0.29 * In (期末乳製品在庫量)+0.56本ダミー80+0.71*ダミー81+0.35*ダミー
(3.0) (3.9) (5.1) (2.6) 

82+0.69 *ダミー86+0.88*ダミー87
(4.8) (5.7) 

決定係数=0.90. 自由度修正済決定係数=0.84

ダーピン・ワトツシ比=2.06

口5J 牛乳販売量(都府県)=牛乳生産量(都府県〉ー農家自家消費等仕向量〈都府県〉

[I6] 牛乳販売量(北海道)=牛乳生産量(北海道〕ー農家自家消費等仕向量(北海道〉

口7J 牛乳販売量=牛乳販売量(都府県)+牛乳販売量(北海道)

口町 In (加工向け販売量(北海道))=0.98+0.63 * In (加工原料乳保証価格/卸売物価
J(5.3) 司 (2.8)

指数〉ー0.46権 In(欽用向け乳価(都府県)/卸売物価指数)+0.89本In(1期前加工向
(-2.3) (35.7) 

け販売量(北海道))

決定係数=0.99，自由度修正済決定係数=0.98

ダーピγ ・ワトソン比=1.47，h-統計量=1.05

[19J 飲用向け販売量(北海道)=牛乳販売量(北海道)一加工向け販売量〈北海道〉

[20J ln (加工向け販売量(都府県))=1.16+1.目指 In(加工原料乳保証価格/卸売物価
(1. 5) (4.2) 
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指数)ー1.40*In(飲用向け乳価(都府県)/卸売物価指数)+0.88*ln(1期前加工向
(-3.7) (7.2) 

け販売量〈都府県))ー0.23*ダミー75ー0.28本ダミー8687
(-2.8) (-4.η 

決定係数=0.85，自由度修正済決定係数=0.81

ダーピン・ワトソン比=2.65，h-統計量=-1.93

[21J 飲用向け販売量(都府県)=牛乳販売量(都府県)ー加工向け販売量(都府県〉

[22J 飲用向け販売量=飲用向け販売量(都府県)+飲用向け販売量〔北海道)

[23J 加工向け販売量=加工向け販売量(都府県)+加工向け販売量〈北海道〉

[24J In (1人当たり飲用向け需要量)=2.25-l.04*ダミー6678+0.30* In (欽用向け
(10.4) ( -4.2) (1. 9) 

乳価(全国)/卸売物価指数)*ダミー6678-0.38本In(飲用向け乳価(全国)/卸売物
(-3.8) 

価指数)+0.40ホIn(実質民間最終消費支出/平均人口)本ダミー6678+0.42本ln(実
(3目o ~ro 

賀民間最終消費支出/平均人口)+0.002市年平均気温一0.06*ダミー7274
(2.5) (-4.9) 

決定係数=0.997，自由度修正済決定係数=0.996

ダーピン・ワトソン比=2.56

[25J 飲用向け乳価(全国)=飲用向け乳価(全国)*飲用向け需要量/(牛乳販売量一加

工向け販売量)

[26J 飲用向け乳価(都府県)=(飲用向け乳価(全国)*飲用向け販売量一(農家平均受取

価格臼t海道)*牛乳販売量(北海道)ー加工原料乳認定数量(北海道)ホ加工原料乳保

証価格ー(加工向け販売量〈北海道〉ー加工原料乳認定数量(北海道))*基準取引価

格))/飲用向け販売量〈都府県〉

[27J In (1人当たり加工向け需要量)=1. 82-0.24 * In (基準取引価格/卸売物価指数〕
(21. 7) (一2.2)

-0.25ホIn(輸入ナチa ラルチーズ関税込み生乳換算価格/卸売物価指数)+0.51本
(3.4) (9.5) 

In (実質民間最終消費支出/平均人口〉

決定係数=0.96，自由度修正済決定係数=0.95

ダーピン・ワトソン比=1.21

[28J 乳製品輸入量(生乳換算)=加工向け需要量一(加工向け販売量+期首乳製品在庫

量一期末乳製品在庫量〉

[29J 農家平均受取価格(全国)=(飲用向け販売量*飲用向け乳価(全国)+加工原料乳認

定数量*加工原料乳保証価格+c加工向け販売量一加工原料乳認定数量)*基準取引

価格)/牛乳販売量

[30J 農家平均受取価格(都府県)=(飲用向け販売量(都府県)*飲用向け乳価(都府県)

十加工原料乳認定数量(都府県)*加工原料乳保証価格+c加工向け販売量(都府県〉

ー加工原料乳認定数量(都府県))*基準取引価格)/牛乳販売量(都府県〉

[3日 農家平均受取価格(北海道)=0.83 *農家平均受取価格(都府県)
(147.2) 

決定係数=0.99，自由度修正済決定係数=0.99
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ダーピン・ワトソン比=0.69

[32J 補給金総額=(加工原料乳保証価格一基準取引価格)*加工原料乳認定数量

[33J 加工向け需要量=1人当たり加工向け需要量権平均人口/1000

[34J 飲用向け需要量=1人当たり飲用向け需要量*平均人口/1000

[35J 平均搾乳牛頭数(都府県)=(期末搾乳牛頭数(都府県)+1期前期末搾乳牛頭数(都

府県))/2

[36J 平均搾乳牛頭数(北海道)=(期末搾乳牛頭数(北海道)+1期前期末搾乳牛頭数(北

海道))/2

注. Inは自然対数， eは自然対数の底， *は積，料は累乗を表わす.

( )内の数値は t値である.

例えば，ダミー7274は， 1972-74年を 1とし，他の年を Oとするダミー変数を表

わす.
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付表-2 牛乳需給モデル変数一覧

記号| 変 数 名 単 位 期 間 | 単 位| 資 料 等

ABT 期数末2歳以上めす(都乳府牛県頭〕 2月1日 100口頭 農林水産省「畜産統計」

ABH " (北海道〕 11 " " 
MBT 期末搾乳牛頭数(都府県) 2月1日 1000頭 農林水産省「畜産統計」

MBH " 〈北海道〉 " " " 
AMBT 平均搾乳牛頭数〈都府県〉 年 度 1000頭 (MBT(ー I)+MBT)/2

AMBH " (北海道〉 11 11 (MBH(ー I)+MBH)/2

A島1SFT 搾乳牛 1頭当た(り都乳府量県) 年 度 t/頭 MSFT/AMBT 

AMSFH " (北海道〉 11 " MSFH/AMBH 

MSFT 牛乳生産量 (都府県) 年 度 1000 t 統農林計」水産省「牛乳乳製品

乱1SFH " (北海道) 11 " " 
AAMBT 頭圏在数農家 1戸当た(り都搾府乳県牛) 年 度 頭/戸 A~mT/AFNT 

AAMBH " (北海道) " " AMBH/AFNH 

FNT 期末酪農家戸数(都府県) 2月1日 1000戸 農林水産省「畜産統計」

FNH " (北海道) " " " 
AFNT 平均酪農家戸数(都府県) 年 度 1000戸 (FNT(ー I)+FNT)/2

AFNH " (北海道) " " (FNH(ー I)+FNH)/2

FOFT 農家自家消費等仕〈都向府量県〉 年 度 1000 t 統農林計」水産省「牛乳乳製品

FOFH " (北海道〉 " " " 
MSRFT 牛乳販売量 (都府県) 年 度 1000 t 農統林計水」産省「牛乳乳製品

MSRFH " 〈北海道〉 " " 11 

MSRF " (全国) " " " 
FDFT 加工向販売量 (都府県) 年 度 1000 t 統農林計」水産省「牛乳乳製品

FDFH !I (北海道) 11 11 11 

FDF !I (全国) " 11 li 

FMFT 飲用向販売量 (都府県) 年 度 1000 t 農統林計」水産省「牛乳乳製品

FMFH I! (北海道) 11 !I ん'

用(牛向乳にの含道め外た)移出量1'1飲

FMF " (全国)I 11 11 11 

DFMF 1000 t 農林水産省「食料需給表」

DFMFNF 1人当たり飲用向需要量年 度 同/人 DFMF /NFX 1000 
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記号|変 数 名 |単位期間|単位| 資 料 等

FDIM 加工向需要量 年 度 1000 t 農林水産省「食料需給表
-(FSDTF) +DPIM+ST(ー1

FDI乱必JF 1人当たり加工向需要量 年 度 kg/人 FDIM/NF X 1000 

DPIM 乳製品輸入量(生乳換算〕 年 度 1000 t 農林水産省「食料需給表

ST 期末乳製品在庫量
(生乳換算)

年度末 1000 t 等農林水産省「食料需給表
から推計

WMPTH 飲用向乳価 (全国) 年 度 円/同 ((FFPD-FM-SARDFM -ADM-pp 
〉・SP)/FT.

WMPT " (都府県〉 " " 
(F町、・MSRFT-ADM~
PPー(FDFT-ADMT)
SP)/FMFT 

FP 農家平均受取価格(全国〉 年 度 円/kg 金農林統水計産」省「農村物価i

FPH " (北海道〉 " " " 
FPT " (都府県〉 " " (FP・乱1SRF-FPH・

MSRFH) /MSRFT 

PP 加工原料乳保証価格 年 度 円/均 農統林計水」産省「牛乳乳製t

SP 加工原料乳基準取引価格 " " " 
ADMT 加工原料乳認定数(都量府県〉 年 度 1000 t 農林水産省「牛乳乳製t

統計」

ADMH " (北海道) " " " 
ADM " (全国) " " fI 

(1979年度以降は限度数量)

MFI 配合飼料価格指数 年 度 1985年 農林水産省「農村物価i
==100 金統計」

MBMP 
乳浦(用全市場め規す〉格牛平枝均，肉東価京格 ・芝

暦 年 円/見 農林水産省「食肉流通告
計」

CMPT 輸税入ナチュラルチーズ〉関 暦 年 円/ほ 大蔵省「日本貿易月表」
込み価格(生乳換算 カミら

CIF価格Xl.35/13.43

WPIF 卸売物価指数(総合〉 年 度 1985年 日本銀行「卸売物価統計
==100 

CF 民(間最終年消基費準支，出 年 度 億 円 経済企画庁「国民経済言
198口 実質〕 算年報」

NF 平均人口 年 度 1000人 経済企画庁「国民経済言

算(総年務報庁」
の4~3「月人の口年推度計平月均報〕

GV 補給金総額 年 度 100万円 (PP-SP) XADM 
ANN 年平均気温(東京〉 暦 年 O.IOC 気象庁調べ

TR トレンド 年 度 年度 西暦ー1900(例えば，
1970は70とする)
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[環境設定／ユーザー情報ダイアログで個人と組織の情報を入力します。]


概要


文書のアクセシビリティの完全性を損なう可能性がある問題点が検出されました。


		手動チェックが必要: 2

		手動チェックに合格: 0

		手動チェックに不合格: 0

		スキップ: 1

		合格: 13

		不合格: 16




詳細レポート


		文書



		ルール名		ステータス		説明

		アクセシビリティ権限フラグ		合格		アクセシビリティ権限フラグの設定が必要

		画像のみの PDF		合格		文書が画像のみの PDF ではない

		タグ付き PDF		不合格		文書がタグ付き PDF である

		論理的な読み上げ順序		手動チェックが必要		文書構造により論理的な読み上げ順序が決まる

		優先言語		合格		テキスト言語の指定

		タイトル		合格		文書のタイトルがタイトルバーに表示されている

		しおり		不合格		大きい文書にしおりが存在する

		色のコントラスト		手動チェックが必要		文書の色のコントラストが適切である

		ページコンテンツ



		ルール名		ステータス		説明

		タグ付きコンテンツ		不合格		すべてのページコンテンツがタグ付けされている

		タグ付き注釈		合格		すべての注釈がタグ付けされている

		タブの順序		不合格		タブの順序と構造の順序が一致している

		文字エンコーディング		合格		確実な文字エンコーディングの指定

		タグ付きマルチメディア		合格		すべてのマルチメディアオブジェクトがタグ付けされている

		画面のちらつき		合格		ページで画面のちらつきが発生しない

		スクリプト		合格		アクセシブルではないスクリプトなし

		時間制限のある応答		合格		ページが時間制限のある応答を必要としない

		ナビゲーションリンク		合格		ナビゲーションリンクが繰り返し使用されていない

		フォーム



		ルール名		ステータス		説明

		タグ付きフォームフィールド		合格		すべてのフォームフィールドがタグ付けされている

		フィールドの説明		合格		すべてのフォームフィールドに説明がある

		代替テキスト



		ルール名		ステータス		説明

		図の代替テキスト		不合格		図に代替テキストが必要

		ネストされた代替テキスト		不合格		読み上げられない代替テキスト

		コンテンツに関連付けられている		不合格		代替テキストはいくつかのコンテンツに関連付けられている必要がある

		注釈を隠している		不合格		代替テキストが注釈を隠していない

		その他の要素の代替テキスト		不合格		代替テキストが必要なその他の要素

		テーブル



		ルール名		ステータス		説明

		行		不合格		TR が Table、THead、TBody または TFoot の子である必要がある

		TH と TD		不合格		TH と TD が TR の子である必要がある

		ヘッダー		不合格		テーブルにヘッダーが必要

		規則性		不合格		テーブル内の各行の列数と各列の行数が同じである必要がある

		概要		スキップ		テーブルに概要が必要

		箇条書き



		ルール名		ステータス		説明

		箇条書き項目		不合格		LI は L の子である必要がある

		Lbl と LBody		不合格		Lbl と LBody は LI の子である必要がある

		見出し



		ルール名		ステータス		説明

		適切なネスト		不合格		適切なネスト
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